
第 3次朝倉市総合計画 

実 施 計 画 

（令和 5年度～令和 7年度） 



実施計画の概要 

（１）計画策定の趣旨

第 3 次朝倉市総合計画実施計画は、基本構想に掲げる目指す姿（将来都市像）「人、自然、歴史が織りなす 水ひかる 朝倉」の実現に向け

て、第 3 次朝倉市総合計画基本計画に掲げる施策・基本事業の目標達成のために重要な影響を及ぼす事業等を施策体系別に整理した実

施計画を策定するものです。

       

（２）計画期間

計画の期間は令和５年から令和７年度までの３カ年とし、社会経済情勢や市民ニーズ、事業の優先度等、毎年の実情に合わせてローリング方

式で見直し、調整等を行っていきます。 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10年

将来都市像 

基本目標 

施策 

 
計画構成 

事務事業 

基本事業 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

基本計画(令和元年度～４年度) 
)

基本構想（概ね 10年程度） 

基本計画（令和５年度～８年度） 

実施計画（３年間の計画を毎年度作成） 

基本計画 
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（３）施策体系
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（４）実施計画対象事業

基本目標 施　　策 実施計画対象事業 担当課

自主防災組織育成事業 防災交通課

自主防災マップ作成事業 防災交通課

防災拠点施設整備事業 総合政策課

宅地耐震化推進事業 都市整備課

宅地嵩上げ等浸水対策促進事業 都市整備課

河川災害復旧事業（単独） 建設課

流末水路整備事業 建設課

庁舎建設事業 庁舎整備室

交通安全対策推進事業 防災交通課

高齢者運転免許証自主返納支援事業 防災交通課

消費者保護事業 商工観光課

甘木鉄道支援事業 防災交通課

コミュニティバス事業 防災交通課

公共駐車場等管理事業 防災交通課

道路橋りょう災害復旧事業（単独） 建設課

道路新設改良事業 建設課

社会資本整備総合交付金事業（補助） 建設課

社会資本整備総合交付金事業（単独） 建設課

甘木駅周辺整備事業 都市政策課

立地適正化計画策定事業 都市政策課

十文字公園整備事業（補助） 都市整備課

十文字公園整備事業（単独） 都市整備課

空き家利活用事業 シティプロモーション課

空家等対策事業 都市整備課

送水施設整備事業（企業会計） 上下水道課

経営安定化事業（企業会計） 上下水道課

公共下水道事業（企業会計） 上下水道課

 市設置型浄化槽設置整備補助事業（企業会計） 上下水道課

ストックマネジメント事業（企業会計） 上下水道課

経営安定化事業（企業会計） 上下水道課

　実施計画対象事業は事業費にかかわらず、第３次朝倉市総合計画基本計画に掲げる施策・基本事業の目標達成のために重要な影響を及ぼす事業とします。

１　防災・減災対策の推進

２　くらしの安全対策の推進

７　下水道の整備

５　住環境の充実

４　道路の整備

基本目標１

災害に強く、快適に暮らせる安全・安心なまちづくり

６　上水道の安定供給

３　交通環境の充実
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基本目標 施　　策 実施計画対象事業 担当課

結婚新生活支援事業 子ども未来課

あさくら“縁”結び応援事業 あさくら“縁”結び課

公立保育所管理運営事業 子ども未来課

私立保育園運営委託等事業 子ども未来課

学童保育所管理運営事業 子ども未来課

乳幼児健診事業 健康課

前向き子育て応援事業 子ども未来課

こんにちは赤ちゃん事業 子ども未来課

出産・子育て応援交付金事業 健康課・子ども未来課

子ども医療給付事務 保険年金課

地域健康づくり活動支援事業 健康課

特定健康診査事業（特別会計） 健康課

がん検診事業 健康課

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 健康課

救急医療事業 健康課

帯状疱疹予防接種料金助成事業 健康課

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 介護サービス課

介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事
業）（特別会計）

介護サービス課

一般介護予防事業（特別会計） 介護サービス課

総合相談事業（特別会計） 介護サービス課

認知症総合支援事業（特別会計） 介護サービス課

生活支援体制整備事業 介護サービス課

介護人材確保事業 介護サービス課

障がい福祉サービス事業 福祉事務所

更生医療事務 福祉事務所

障がい福祉サービス事業（訓練等給付） 福祉事務所

地域支え合いセンター運営事業 総合政策課

民生委員・児童委員活動支援事業 福祉事務所

ふれあいのまちづくり事業推進補助事業 福祉事務所

生活支援体制整備事業（再掲） 福祉事務所

生活困窮者自立支援事業 福祉事務所

定住促進住宅整備事業 都市整備課

鳩胸団地建替事業（補助） 都市整備課

11　障がい者福祉の充実

基本目標２

子どもから高齢者まで、健やかに笑顔があふれるまちづくり

８　結婚・出産・子育て支援の充実

９　健康づくりの推進

10　高齢者福祉の充実

12　地域福祉の充実
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基本目標 施　　策 実施計画対象事業 担当課

地球温暖化対策推進事業 環境課

絶滅危惧種保全事業 環境課

荒廃森林整備事業 農林課

森林環境整備事業 農林課

環境定期調査事業 環境課

動物愛護事業 環境課

環境パトロール事業 環境課

汚泥再生処理センター管理事業 環境課

新規就農総合支援補助事業 農業振興課

農のエリア活用事業 農業振興課

新規就農支援対策事業 農業振興課

中山間地域等直接支払事業 農業振興課

農地中間管理事業 農業振興課

水田農業担い手機械導入補助事業 農業振興課

活力ある高収益型園芸産地育成事業 農業振興課

農村環境整備事業（県費） 農林課

過年発生補助災害復旧事業（農地） 農地改良復旧室

過年発生補助災害復旧事業(施設） 農地改良復旧室

農地災害復旧事業（単独） 農地改良復旧室

農業用施設災害復旧事業（単独） 農地改良復旧室

過年発生補助災害復旧事業（農地） 農地等・林道災害対策室

過年発生補助災害復旧事業(施設） 農地等・林道災害対策室

農地災害復旧事業（単独） 農地等・林道災害対策室

農業用施設災害復旧事業（単独） 農地等・林道災害対策室

林道災害復旧事業（単独） 農地等・林道災害対策室

中小企業者等金融支援事業 商工観光課

中小企業者等保証料補助事業 商工観光課

企業誘致事業 商工観光課

新規創業促進事業 商工観光課

基本目標４

活力ある産業と魅力的な観光資源があるまちづくり

13　自然環境・生活環境の保全

14　循環型社会の構築

基本目標３

次世代につなぐ環境にやさしいまちづくり

15　農林業の振興

16　商工業の振興
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基本目標 施　　策 実施計画対象事業 担当課

観光協会観光宣伝委託事業 商工観光課

観光宣伝事業 商工観光課

「観光・食・農」魅力発信プロジェクト事業 総合政策課

マウンテンバイクパーク管理事業 商工観光課

”朝倉の宝”観光振興事業 商工観光課

あまぎ水の文化村管理運営事業 水のまちづくり課

たかき清流館管理運営事業 水のまちづくり課

ＡＬＴ活用事業 教育課

通級指導教室事業 教育課

小学校施設整備事業 教育課

教育支援センター運営事業 教育課

生涯学習推進事業 文化・生涯学習課

体育施設管理運営事業 文化・生涯学習課

図書資料整備事業 文化・生涯学習課

自主文化協会補助事業 文化・生涯学習課

歴史・文化普及啓発事業 文化・生涯学習課

人権・同和教育啓発事業 人権・同和対策課

男女共同参画推進事業 男女共同参画推進室

被災地域交流活動支援事業 総合政策課

集落維持・活性化事業 総務財政課

地域コミュニティ活動支援事業 総務財政課

移住・定住推進事業 シティプロモーション課

移住定住支援金事業 シティプロモーション課

地方創生推進交付金（移住・起業・就業タイプ） シティプロモーション課

移住定住交流センター運営事業 シティプロモーション課

行政評価事務 総合政策課

ふるさと応援寄附金事業 シティプロモーション課

職員人材育成事業 人事秘書課

自治体DX推進計画策定事業 DX推進室

デジタル活用推進事業 DX推進室

庁舎建設事業（再掲） 庁舎整備室

23　適切な事務の遂行 ―――――――――――― ―――――

基本目標４

活力ある産業と魅力的な観光資源があるまちづくり

基本目標６

誰もが尊重され支え合い、市民とともに創る持続可能なまち
づくり

基本目標５

生きる力を育み、生涯成長できるまちづくり

18　学校教育の充実

19　歴史の継承と文化・生涯学習・
スポーツの振興

17　観光の振興

20　人権の尊重と多様性社会の推進

21　市民協働と活気ある地域づくり
　の推進

22　効率的な行財政運営
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災害に強く、快適に暮らせる安全・安心なまちづくり

防災・減災対策の推進

市民と行政が、防災、減災対策を推進し、被害が最小限に抑えられています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

2 地域防災力の強化 自主防災組織育成事業 500

　防災組織の活動強化のため、地区で
の研修会や防災講演会等を実施し、防
災意識の高揚を図る。
また、地域の防災リーダー育成に向
け、防災士資格取得をのための補助を
行う。

　防災組織の活動強化のため、地区での
研修会や防災講演会等を実施し、防災意
識の高揚を図る。
また、地域の防災リーダー育成に向け、
防災士資格取得をのための補助を行う。

　防災組織の活動強化のため、地区で
の研修会や防災講演会等を実施し、防
災意識の高揚を図る。
また、地域の防災リーダー育成に向
け、防災士資格取得をのための補助を
行う。

防災交通課

2 地域防災力の強化 自主防災マップ作成事業 0

　河川の浸水想定区域の見直しや土砂
災害警戒区域の見直しにより適宜、計
画的に自主防災マップの修正を行う。

　河川の浸水想定区域の見直しや土砂災
害警戒区域の見直しにより適宜、計画的
に自主防災マップの修正を行う。

　河川の浸水想定区域の見直しや土砂
災害警戒区域の見直しにより適宜、計
画的に自主防災マップの修正を行う。

防災交通課

2 地域防災力の強化 防災拠点施設整備事業 126,000

　防災広場を整備することでコミュニ
ティの防災力強化を図る。
・防災拠点施設整備（志波）
・防災広場整備（志波、三奈木）

ー ー 令和5年度終了予定 総合政策課

5
土砂災害・浸水対策
の推進

宅地耐震化推進事業 385,530

　平成29年７月九州北部豪雨による大
規模土砂災害の被災地におけるすまい
の現地再建を推進するため、被災宅地
の災害堆積土砂による宅地嵩上げ事業
を行う。

ー ー 令和5年度終了予定 都市整備課

5
土砂災害・浸水対策
の推進

宅地嵩上げ等浸水対策促進事業 15,000

　浸水被害を軽減するための宅地嵩上
げなどの対策に対して助成を行う。

　浸水被害を軽減するための宅地嵩上げ
などの対策に対して助成を行う。

　浸水被害を軽減するための宅地嵩上
げなどの対策に対して助成を行う。

令和7年度終了予定 都市整備課

5
土砂災害・浸水対策
の推進

河川災害復旧事業（単独） 68,000

・用地測量・境界確定業務
・事後調査業務
・河川災害復旧工事

※工事費600千円未満
・家屋等補償費

必要により残事業実施 必要により残事業実施

建設課

5
土砂災害・浸水対策
の推進

流末水路整備事業 278,000

・用地測量・境界確定業務
・測量設計業務
・流末水路整備工事

・用地測量・境界確定業務
・測量設計業務
・流末水路整備工事

・用地測量・境界確定業務
・測量設計業務
・流末水路整備工事

建設課

基本目標１

施策１

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

5
土砂災害・浸水対策
の推進

庁舎建設事業 2,567,400

　新庁舎建設に向けて事前準備を行
う。防災拠点施設としての整備を行
う。
（主な事業内容）
・新庁舎建設工事

　新庁舎建設に向けて事前準備を行う。
防災拠点施設としての整備を行う。
（主な事業内容）
・新庁舎建設工事

　新庁舎建設の竣工、移転を行い、防
災拠点施設として備える。

（主な事業内容）
・新庁舎建設工事

庁舎整備室

くらしの安全対策の推進

交通事故や犯罪が減り、市民が安全に暮らしています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 交通安全意識の啓発 交通安全対策推進事業 1,410

　各期ごとに実施される交通安全県民
運動を中心に、事故防止・安全運転の
ための広報及び街頭啓発活動を行う。

　各期ごとに実施される交通安全県民運
動を中心に、事故防止・安全運転のため
の広報及び街頭啓発活動を行う。

　各期ごとに実施される交通安全県民
運動を中心に、事故防止・安全運転の
ための広報及び街頭啓発活動を行う。

防災交通課

1 交通安全意識の啓発
高齢者運転免許証自主返納
支援事業

1,800

　運転免許証を自主的に返納した70歳
以上の高齢者に対し、1万円相当のコ
ミュニティバス回数券等を交付する。

　運転免許証を自主的に返納した70歳以
上の高齢者に対し、1万円相当のコミュ
ニティバス回数券等を交付する。

　運転免許証を自主的に返納した70歳
以上の高齢者に対し、1万円相当のコ
ミュニティバス回数券等を交付する。 防災交通課

5 消費者保護の推進 消費者保護事業 4,195

消費生活センター
・定例相談窓口の開設
・臨時相談窓口の開設
・老人クラブ等出前講座の実施
・街頭啓発活動

消費生活センター
・定例相談窓口の開設
・臨時相談窓口の開設
・老人クラブ等出前講座の実施
・街頭啓発活動

消費生活センター
・定例相談窓口の開設
・臨時相談窓口の開設
・老人クラブ等出前講座の実施
・街頭啓発活動

商工観光課

交通環境の充実

公共交通機関が維持され、生活交通が確保されています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
公共交通の利便性向
上による利用促進

甘木鉄道支援事業 3,749

　第三セクター甘木鉄道が行う輸送設
備等整備事業等に対して財政支援を行
う。(沿線自治体の協調補助)また、地
域交通体系整備基金を財源に、駅舎等
の整備・修繕に係る財政的な支援を行
う。

　第三セクター甘木鉄道が行う輸送設備
等整備事業等に対して財政支援を行う。
(沿線自治体の協調補助)また、地域交通
体系整備基金を財源に、駅舎等の整備・
修繕に係る財政的な支援を行う。

　第三セクター甘木鉄道が行う輸送設
備等整備事業等に対して財政支援を行
う。(沿線自治体の協調補助)また、地
域交通体系整備基金を財源に、駅舎等
の整備・修繕に係る財政的な支援を行
う。

防災交通課

1
公共交通の利便性向
上による利用促進

コミュニティバス事業 58,709

　市内全域で、各種コミュニティバス
を運行する。
［運行路線］
・あいのりタクシー(8路線)
黒川線、上秋月・安川線、福城線、馬
田線、長渕線、杷木東部線、矢野竹
線、美奈宜の杜線
・朝倉地域コミュニティバス(朝倉･宮
野、大庭･福成)
・あいのりスクールバス(高木地域：2
コース)

　市内全域で、各種コミュニティバスを
運行する。
［運行路線］
・あいのりタクシー(8路線)
黒川線、上秋月・安川線、福城線、馬田
線、長渕線、杷木東部線、矢野竹線、美
奈宜の杜線
・朝倉地域コミュニティバス(朝倉･宮
野、大庭･福成)
・あいのりスクールバス(高木地域：2
コース)

　市内全域で、各種コミュニティバス
を運行する。
［運行路線］
・あいのりタクシー(8路線)
黒川線、上秋月・安川線、福城線、馬
田線、長渕線、杷木東部線、矢野竹
線、美奈宜の杜線
・朝倉地域コミュニティバス(朝倉･宮
野、大庭･福成)
・あいのりスクールバス(高木地域：2
コース)

防災交通課

施策２

施策の目指す姿

施策３

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

2
公共交通の利用環境
改善

公共駐車場等管理事業 2,900

　安心して快適に公共交通機関が利用
できるよう、公共駐車場や駐輪場の適
正な管理を行う。
［主な事業内容］
・甘木駅前駐車場の樹木管理
・公共駐車場の維持管理
・公共駐輪場の維持管理

　安心して快適に公共交通機関が利用で
きるよう、公共駐車場や駐輪場の適正な
管理を行う。
［主な事業内容］
・甘木駅前駐車場の樹木管理
・公共駐車場の維持管理
・公共駐輪場の維持管理

　安心して快適に公共交通機関が利用
できるよう、公共駐車場や駐輪場の適
正な管理を行う。
［主な事業内容］
・甘木駅前駐車場の樹木管理
・公共駐車場の維持管理
・公共駐輪場の維持管理

防災交通課

道路の整備

自動車利用者・自転車利用者・歩行者が、市内外へ円滑に移動できる安全な道路環境になっています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
道路・橋りょうの維
持管理

道路橋りょう災害復旧事業
（単独）

37,000

・用地測量・境界確定業務
・道路橋りょう災害復旧工事

※工事費600千円未満

必要により残事業実施 必要により残事業実施

建設課

2
生活道路・基幹道路
の整備

道路新設改良事業 186,000

・道路改良工事　鬼迫・蓮町２号線外
１路線
・道路改良工事　コイノキ池ノ内線
・道路改良工事　仮）中原・下原線
・道路改良工事　栗只・宮の下外２路
線
・道路改良工事　札木・古熊線

・道路改良工事　鬼迫・蓮町２号線外１
路線
・道路改良工事　コイノキ池ノ内線
・道路改良工事　仮）中原・下原線
・道路改良工事　札木・古熊線
・視距改良工事　屋永・板屋線
・視距改良工事　菩提寺・柿原・寺内線
・道路改良工事　永居・立出線外１路線
・道路改良工事　千代丸公民館線

・視距改良工事　屋永・板屋線
・視距改良工事　菩提寺・柿原・寺内
線
・視距改良工事　菩提寺・柿原・寺内
線
・道路改良工事　永居・立出線外１路
線
・道路改良工事　千代丸公民館線

建設課

2
生活道路・基幹道路
の整備

社会資本整備総合交付金事
業（補助）

390,703

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　東鳩胸・下古賀線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　来春・一木線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　白木谷橋
・橋梁補修工事　古町橋
・橋梁補修工事　口ノ原橋

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　湯の島橋

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　湯の島橋

建設課

2
生活道路・基幹道路
の整備

社会資本整備総合交付金事
業（単独）

22,000

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　東鳩胸・下古賀線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　来春・一木線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　白木谷橋
・橋梁補修工事　古町橋
・橋梁補修工事　口ノ原橋

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　湯の島橋

・橋梁点検業務
・道路改良工事　大内町住宅１号線
・道路改良工事　十文字・川原線外1路
線
・道路改良工事　小隈・BS西側線
・道路改良工事　甘木・堤線
・橋梁補修工事　湯の島橋

建設課

施策４

施策の目指す姿
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住環境の充実

市域が適正に土地活用され、良好な住環境が整備されています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 市街地の活性化 甘木駅周辺整備事業 7,883

○甘木駅周辺整備基本構想策定
新市庁舎と甘木駅周辺を中心とした

まちづくりをすすめていくにあたり、
駅周辺がどのようなまちになればよい
か、令和5年度～6年度で基本構想を策
定する。

○甘木駅周辺整備基本構想策定
新市庁舎と甘木駅周辺を中心としたま

ちづくりをすすめていくにあたり、駅周
辺がどのようなまちになればよいか、令
和5年度～6年度で基本構想を策定する。

○甘木駅周辺整備基本計画策定
令和５年度～６年度で策定した基本

構想を基に、実施整備計画を策定す
る。 都市政策課

2
適正な土地利用の推
進

立地適正化計画策定事業 5,137

　有識者会議及び庁内検討委員会で素
案を作成し、住民説明会及びパブリッ
クコメントを実施後、計画を策定す
る。 ー ー

事業期間
R2～5

都市政策課

3
公園の整備・管理の
充実

十文字公園整備事業（補
助）

0

「食と農と健康が集うふるさとの公
園」（仮称）整備の事業再開に向け
て、事前準備を行う。
（主な事業内容）
・事前協議

「食と農と健康が集うふるさとの公園」
（仮称）整備の事業再開に向けて、事前
準備を行う。
（主な事業内容）
・事前協議

「食と農と健康が集うふるさとの公
園」（仮称）整備の事業再開を予定。
（主な事業内容）
・十文字公園整備事業

都市整備課

3
公園の整備・管理の
充実

十文字公園整備事業（単
独）

40,400

「食と農と健康が集うふるさとの公
園」（仮称）整備の事業再開に向け
て、事前準備を行う。
また、維持補修や他事業と関連性のあ
る周辺整備に必要な工事等を行う。
（主な事業内容）
・修正設計業務
・不動産鑑定時点修正
・十文字公園維持補修等工事　他

「食と農と健康が集うふるさとの公園」
（仮称）整備の事業再開に向けて、事前
準備を行う。
また、維持補修や他事業と関連性のある
周辺整備に必要な工事等を行う。
（主な事業内容）
・不動産鑑定時点修正
・十文字公園維持補修等工事　他

「食と農と健康が集うふるさとの公
園」（仮称）整備の事業再開を予定。
また、維持補修や他事業と関連性のあ
る周辺整備に必要な工事等を行う。
（主な事業内容）
・不動産鑑定時点修正
・十文字公園維持補修等工事　他

都市整備課

4
家屋の適正管理と有
効活用

空き家利活用事業 616

　福岡県宅地建物取引業協会との協働
により、市内で売却又は賃貸を希望し
ている空き家物件を空き家バンクへ登
録を促進する。空き家バンクの登録物
件は、ホームページ等を通じて市内へ
の居住を目的として空き家の購入又は
賃借を希望する入居希望者に対して紹
介し、空き家の売買、賃貸借等の有効
活用の促進を図る。

　福岡県宅地建物取引業協会との協働に
より、市内で売却又は賃貸を希望してい
る空き家物件を空き家バンクへ登録を促
進する。空き家バンクの登録物件は、
ホームページ等を通じて市内への居住を
目的として空き家の購入又は賃借を希望
する入居希望者に対して紹介し、空き家
の売買、賃貸借等の有効活用の促進を図
る。

　福岡県宅地建物取引業協会との協働
により、市内で売却又は賃貸を希望し
ている空き家物件を空き家バンクへ登
録を促進する。空き家バンクの登録物
件は、ホームページ等を通じて市内へ
の居住を目的として空き家の購入又は
賃借を希望する入居希望者に対して紹
介し、空き家の売買、賃貸借等の有効
活用の促進を図る。

シティプロ
モーション
課

4
家屋の適正管理と有
効活用

空き家対策事業 10,500

　市内において使用されず、適切に管
理されていない不良空家等を解体撤去
する工事費の一部を助成し、良好な住
環境を整備する。

　市内において使用されず、適切に管理
されていない不良空家等を解体撤去する
工事費の一部を助成し、良好な住環境を
整備する。

　市内において使用されず、適切に管
理されていない不良空家等を解体撤去
する工事費の一部を助成し、良好な住
環境を整備する。

都市整備課

施策５

施策の目指す姿
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上水道の安定供給

市民が上水道の水質と安定供給に満足しています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

3 県南受水の有効活用
送水施設整備事業（企業会
計）

5,000

　福岡県南広域水道企業団で確保して
いる水道水を活用するため、馬田受水
場から持丸浄水場までの送水施設にか
かる基本設計を行う。

　福岡県南広域水道企業団で確保してい
る水道水を活用するため、馬田受水場か
ら持丸浄水場までの送水施設にかかる実
施設計を行う。

　福岡県南広域水道企業団で確保して
いる水道水を活用するため、馬田受水
場から持丸浄水場までの送水管工事を
行う。 上下水道課

4
水道事業の経営安定
化

経営安定化事業（企業会
計）

3,120

・水道、下水道データが一体となった
料金システムに更新し、業務の効率化
を図る。

・令和6年度からの経営審議会開催に向
けた準備を進める。

・料金システムの更新により業務を見直
し、効率的な窓口業務委託を行う。

・令和7年度までの2年間で経営審議会を
行い、運営基盤の強化を図る

・令和7年度までの2年間で経営審議会
を行い、運営基盤の強化を図る。

・経営戦略の見直しを実施する。
上下水道課

下水道の整備

公共用水域の水質保全を図るために、適正な汚水処理を行う世帯が増えています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
公共下水道事業等の
推進

公共下水道事業（企業会
計）

1,100,200

　令和５年度に朝倉市汚水処理構想を
改定し、令和９年度までに下水道事業
を概ね完成させることを目指し、事業
推進を図る。
・流域関連公共下水道事業

甘木、立石、福田地区の整備を進め
る。
・特定環境保全公共下水道事業

三奈木地区の整備を進める。

　令和９年度までに下水道事業を概ね完
成させることを目指し、事業推進を図
る。
・流域関連公共下水道事業
甘木、立石、福田地区の整備を進め

る。
・特定環境保全公共下水道事業
三奈木地区の整備を進める。

　令和９年度までに下水道事業を概ね
完成させることを目指し、事業推進を
図る。
・流域関連公共下水道事業
甘木、立石、福田地区の整備を進め

る。
・特定環境保全公共下水道事業
三奈木地区の整備を進める。

上下水道課

2
合併処理浄化槽の推
進

市設置型浄化槽設置整備補
助事業（企業会計）

79,190

　浄化槽処理促進区域において、市が
浄化槽を設置し、水洗化を推進する。

　浄化槽処理促進区域において、市が浄
化槽を設置し、水洗化を推進する。

　浄化槽処理促進区域において、市が
浄化槽を設置し、水洗化を推進する。

上下水道課

3
下水道等施設の適切
な維持管理

ストックマネジメント事業
（企業会計）

255,100

・各処理場およびマンホールポンプ場
において、長寿命化計画に沿って、下
水処理を行う上での機能低下・停止等
の不具合が発生しないよう機器の更新
を行う。

・下水道管路において、カメラ調査及
び目視確認を行い下水道管の異常や不
明水の発生状況の確認を行う。

・各処理場およびマンホールポンプ場に
おいて、長寿命化計画に沿って、下水処
理を行う上での機能低下・停止等の不具
合が発生しないよう機器の更新を行う。

・下水道管路において、カメラ調査及び
目視確認を行い下水道管の異常や不明水
の発生状況の確認を行う。

・各処理場およびマンホールポンプ場
において、長寿命化計画に沿って、下
水処理を行う上での機能低下・停止等
の不具合が発生しないよう機器の更新
を行う。

・下水道管路において、カメラ調査及
び目視確認を行い下水道管の異常や不
明水の発生状況の確認を行う。

上下水道課

4
下水道事業の経営安
定化

経営安定化事業（企業会
計）

5,780

・水道、下水道データが一体となった
料金システムに更新し、業務の効率化
を図る。

・令和6年度からの経営審議会開催に向
けた準備を進める。

・料金システムの更新により業務を見直
し、効率的な窓口業務委託を行う。

・令和7年度までの2年間で経営審議会を
行い、運営基盤の強化を図る。

・令和7年度までの2年間で経営審議会
を行い、運営基盤の強化を図る。

・経営戦略の見直しを実施する。
上下水道課

施策７

施策の目指す姿

施策６

施策の目指す姿
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子どもから高齢者まで、健やかに笑顔があふれるまちづくり

結婚・出産・子育て支援の充実

出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでの包括的な支援体制が整い、楽しく安心して子どもを生み育てることができています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
出会いから結婚まで
の支援の充実

結婚新生活支援事業 12,000

　夫婦共に婚姻日における年齢が39歳
以下かつ世帯所得500万未満の新規婚姻
した世帯を対象に、婚姻に伴う住宅取
得費用又はリフォーム費、住宅賃貸借
費用、引越し費用等を支援する。

　夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以
下かつ世帯所得500万未満の新規婚姻し
た世帯を対象に、婚姻に伴う住宅取得費
用又はリフォーム費、住宅賃貸借費用、
引越し費用等を支援する。

　夫婦共に婚姻日における年齢が39歳
以下かつ世帯所得500万未満の新規婚姻
した世帯を対象に、婚姻に伴う住宅取
得費用又はリフォーム費、住宅賃貸借
費用、引越し費用等を支援する。

子ども未来
課

1
出会いから結婚まで
の支援の充実

あさくら“縁”結び応援事
業

6,232

　結婚を希望する人の願いを叶えるた
め、１対１のお見合いやデータマッチ
ングシステムの活用、出会いイベント
を実施するなど、出会いの場の創出か
ら、交際、結婚までの総合的な支援を
行う。
　あさくら“縁”結び応援協議会を運
営し、地域団体などとともに結婚への
機運醸成を図る。
・“縁”結び会員同士のお見合いの推
進
・あさくら出会いサポートセンター
JUNOALLの運営及びJUNOALL会員同士の
お見合いの推進

　結婚を希望する人の願いを叶えるた
め、１対１のお見合いやデータマッチン
グシステムの活用、出会いイベントを実
施するなど、出会いの場の創出から、交
際、結婚までの総合的な支援を行う。
　あさくら“縁”結び応援協議会を運営
し、地域団体などとともに結婚への機運
醸成を図る。
・“縁”結び会員同士のお見合いの推進
・あさくら出会いサポートセンター
JUNOALLの運営及びJUNOALL会員同士のお
見合いの推進

　結婚を希望する人の願いを叶えるた
め、１対１のお見合いやデータマッチ
ングシステムの活用、出会いイベント
を実施するなど、出会いの場の創出か
ら、交際、結婚までの総合的な支援を
行う。
　あさくら“縁”結び応援協議会を運
営し、地域団体などとともに結婚への
機運醸成を図る。
・“縁”結び会員同士のお見合いの推
進
・あさくら出会いサポートセンター
JUNOALLの運営及びJUNOALL会員同士の
お見合いの推進

あさくら
“縁”結び
課

2
保育サービス等の充
実

公立保育所管理運営事業 217,008

　公立保育所での保育の実施により、
就労等で家庭保育が困難な児童を預か
り、就労等と子育ての両立を支援す
る。

　公立保育所での保育の実施により、就
労等で家庭保育が困難な児童を預かり、
就労等と子育ての両立を支援する。

　公立保育所での保育の実施により、
就労等で家庭保育が困難な児童を預か
り、就労等と子育ての両立を支援す
る。

子ども未来
課

2
保育サービス等の充
実

私立保育園運営委託等事業 1,153,172

　私立保育園等の保育の実施により、
就労等で家庭保育が困難な保護者が児
童を預け、就労等と子育ての両立を支
援する。
・私立保育園等が行う保育について、
運営費等を支給する。
・認可外保育施設等の入所児童のう
ち、無償化の対象者に施設等利用給付
費を支給する。

　私立保育園等の保育の実施により、就
労等で家庭保育が困難な保護者が児童を
預け、就労等と子育ての両立を支援す
る。
・私立保育園等が行う保育について、運
営費等を支給する。
・認可外保育施設等の入所児童のうち、
無償化の対象者に施設等利用給付費を支
給する。

　私立保育園等の保育の実施により、
就労等で家庭保育が困難な保護者が児
童を預け、就労等と子育ての両立を支
援する。
・私立保育園等が行う保育について、
運営費等を支給する。
・認可外保育施設等の入所児童のう
ち、無償化の対象者に施設等利用給付
費を支給する。

子ども未来
課

2
保育サービス等の充
実

学童保育所管理運営事業 206,802

　保護者が就労等により、昼間家庭に
いない小学生に対し、授業の終了後
に、学童保育所を利用して適切な遊び
及び生活の場を与え、その健全な育成
を図る。市内16ヶ所の学童保育所で保
護者会等に指定管理・運営を委託し事
業を実施する。
（甘木・甘木Ⅱ・立石・立石Ⅱ・立石
Ⅲ・立石Ⅳ・三奈木・馬田・秋月・大
福・朝倉東・杷木・金川・わかば・福
田・蜷城）

　保護者が就労等により、昼間家庭にい
ない小学生に対し、授業の終了後に、学
童保育所を利用して適切な遊び及び生活
の場を与え、その健全な育成を図る。市
内16ヶ所の学童保育所で保護者会等に指
定管理・運営を委託し事業を実施する。
（甘木・甘木Ⅱ・立石・立石Ⅱ・立石
Ⅲ・立石Ⅳ・三奈木・馬田・秋月・大
福・朝倉東・杷木・金川・わかば・福
田・蜷城）

　保護者が就労等により、昼間家庭に
いない小学生に対し、授業の終了後
に、学童保育所を利用して適切な遊び
及び生活の場を与え、その健全な育成
を図る。市内16ヶ所の学童保育所で保
護者会等に指定管理・運営を委託し事
業を実施する。
（甘木・甘木Ⅱ・立石・立石Ⅱ・立石
Ⅲ・立石Ⅳ・三奈木・馬田・秋月・大
福・朝倉東・杷木・金川・わかば・福
田・蜷城）

子ども未来
課

施策の目指す姿

施策８

基本目標２
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

3
親子の健やかな成長
支援

乳幼児健診事業 7,048

①母子保健法第12条・第13条に基づ
き、甘木・朝倉：4か月、10か月、1歳6
か月、3歳児ともに月1回（ピーポート
甘木）で実施する。
杷木：4か月、10か月、1歳6か月、3歳
児を同日に、偶数月（男女共同参画セ
ンターあすみん）で実施する。
＜4か月・10か月＞
計測、問診、医師の診察、相談（保健
師・栄養士・助産師）、歯科相談・離
乳食の展示
＜1歳6か月・3歳＞
計測、問診、視覚検査(3歳児）、医師
の診察、歯科健診、歯科相談、相談
（保健師・栄養士・心理相談員）。
※ブックスタートを4か月児、1歳6か月
児で実施する。
令和5年度乳幼児健診受診率目標100％

②新生児を対象に、新生児聴覚検査に
かかる費用の全部又は一部を助成。

①母子保健法第12条・第13条に基づき、
甘木・朝倉：4か月、10か月、1歳6か
月、3歳児ともに月1回（ピーポート甘
木）で実施する。
杷木：4か月、10か月、1歳6か月、3歳児
を同日に、偶数月（男女共同参画セン
ターあすみん）で実施する。
＜4か月・10か月＞
計測、問診、医師の診察、相談（保健
師・栄養士・助産師）、歯科相談・離乳
食の展示
＜1歳6か月・3歳＞
計測、問診、視覚検査(3歳児）、医師の
診察、歯科健診、歯科相談、相談（保健
師・栄養士・心理相談員）。
※ブックスタートを4か月児、1歳6か月
児で実施する。
令和6年度乳幼児健診受診率目標100％

②新生児を対象に、新生児聴覚検査にか
かる費用の全部又は一部を助成。

①母子保健法第12条・第13条に基づ
き、甘木・朝倉：4か月、10か月、1歳6
か月、3歳児ともに月1回（ピーポート
甘木）で実施する。
杷木：4か月、10か月、1歳6か月、3歳
児を同日に、偶数月（男女共同参画セ
ンターあすみん）で実施する。
＜4か月・10か月＞
計測、問診、医師の診察、相談（保健
師・栄養士・助産師）、歯科相談・離
乳食の展示
＜1歳6か月・3歳＞
計測、問診、視覚検査(3歳児）、医師
の診察、歯科健診、歯科相談、相談
（保健師・栄養士・心理相談員）。
※ブックスタートを4か月児、1歳6か月
児で実施する。
令和7年度乳幼児健診受診率目標100％

②新生児を対象に、新生児聴覚検査に
かかる費用の全部又は一部を助成。

健康課

4 子育て不安の軽減 前向き子育て応援事業 3,718

　世界の25カ国以上で活用されている
「前向き子育てプログラム」を活用
し、就学前・小学生の児童を持つ保護
者の子育てに対する不安感や負担感の
軽減を図る。
・前向き子育てセミナーの開催、ファ
シリテーター補助者の養成、前向き子
育て実践用リーフレットの作成

　世界の25カ国以上で活用されている
「前向き子育てプログラム」を活用し、
就学前・小学生の児童を持つ保護者の子
育てに対する不安感や負担感の軽減を図
る。
・前向き子育てセミナーの開催、ファシ
リテーター補助者の養成、前向き子育て
実践用リーフレットの作成

　世界の25カ国以上で活用されている
「前向き子育てプログラム」を活用
し、就学前・小学生の児童を持つ保護
者の子育てに対する不安感や負担感の
軽減を図る。
・前向き子育てセミナーの開催、ファ
シリテーター補助者の養成、前向き子
育て実践用リーフレットの作成

子ども未来
課

4 子育て不安の軽減 こんにちは赤ちゃん事業 2,674

　生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を保
育士が訪問し、様々な不安や悩みを聞
き、子育て支援に関する情報提供等を
行う。また、母子の心身の状況や養育
環境等の把握及び助言を行い、適切な
サービス提供につなげる。

多子家庭支援事業として、こんにち
は赤ちゃん訪問事業対象世帯に対し、
ごみ袋を配布。（使用済みの紙おむつ
の処分に必要な市指定ごみ袋に係る経
費負担の軽減を図る。）

　生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を保
育士が訪問し、様々な不安や悩みを聞
き、子育て支援に関する情報提供等を行
う。また、母子の心身の状況や養育環境
等の把握及び助言を行い、適切なサービ
ス提供につなげる。
多子家庭支援事業として、こんにちは

赤ちゃん訪問事業対象世帯に対し、ごみ
袋を配布。（使用済みの紙おむつの処分
に必要な市指定ごみ袋に係る経費負担の
軽減を図る。）

　生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を保
育士が訪問し、様々な不安や悩みを聞
き、子育て支援に関する情報提供等を
行う。また、母子の心身の状況や養育
環境等の把握及び助言を行い、適切な
サービス提供につなげる。
多子家庭支援事業として、こんにち

は赤ちゃん訪問事業対象世帯に対し、
ごみ袋を配布。（使用済みの紙おむつ
の処分に必要な市指定ごみ袋に係る経
費負担の軽減を図る。）

子ども未来
課
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4 子育て不安の軽減
出産・子育て応援交付金事
業

健康課
2,296

子ども未来課
18,545

　全ての妊婦や子育て家庭が安心して
出産・子育てができるように、妊娠届
出時から妊婦や低年齢期の子育て家庭
に寄り添い、面談等を通じて必要な支
援につなぐ伴走型相談事業の充実と経
済的支援を一体的に行う。
【伴走型相談事業】
　出産・育児等の見通しを立て、安心
して臨めるよう、母子手帳交付時や妊
娠７ヶ月頃及び出産後に、面談やアン
ケートを行い、ニーズを把握し、必要
な情報提供及びサービスに繋げる。
【経済的支援】
　出産育児関連用品の購入費助成や子
育て支援サービス利用料の負担軽減を
図るため、出産・子育て応援給付金
（妊娠後と出産後に、各５万円／人）
を支給する。

　全ての妊婦や子育て家庭が安心して出
産・子育てができるように、妊娠届出時
から妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り
添い、面談等を通じて必要な支援につな
ぐ伴走型相談事業の充実と経済的支援を
一体的に行う。
【伴走型相談事業】
　出産・育児等の見通しを立て、安心し
て臨めるよう、母子手帳交付時や妊娠
７ヶ月頃及び出産後に、面談やアンケー
トを行い、ニーズを把握し、必要な情報
提供及びサービスに繋げる。
【経済的支援】
　出産育児関連用品の購入費助成や子育
て支援サービス利用料の負担軽減を図る
ため、出産・子育て応援給付金（妊娠後
と出産後に、各５万円／人）を支給す
る。

　全ての妊婦や子育て家庭が安心して
出産・子育てができるように、妊娠届
出時から妊婦や低年齢期の子育て家庭
に寄り添い、面談等を通じて必要な支
援につなぐ伴走型相談事業の充実と経
済的支援を一体的に行う。
【伴走型相談事業】
　出産・育児等の見通しを立て、安心
して臨めるよう、母子手帳交付時や妊
娠７ヶ月頃及び出産後に、面談やアン
ケートを行い、ニーズを把握し、必要
な情報提供及びサービスに繋げる。
【経済的支援】
　出産育児関連用品の購入費助成や子
育て支援サービス利用料の負担軽減を
図るため、出産・子育て応援給付金
（妊娠後と出産後に、各５万円／人）
を支給する。

健康課

子ども未来
課

4 子育て不安の軽減 子ども医療給付事務 199,500

　中学生までの乳幼児・児童に対して
「子ども医療証」を交付し、入院・入
院外に係る医療費の一部を助成する。

　中学生までの乳幼児・児童に対して
「子ども医療証」を交付し、入院・入院
外に係る医療費の一部を助成する。

　中学生までの乳幼児・児童に対して
「子ども医療証」を交付し、入院・入
院外に係る医療費の一部を助成する。

保険年金課

健康づくりの推進

市民が、生涯を通じて健康でこころ豊かに暮らすことができています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 生活習慣の改善
地域健康づくり活動支援事
業

842

　健康づくり推進員に対して、最新の
健康情報や朝倉市の健康統計や地域の
特性、地域での活動要領等の内容で、
年5回の研修会を実施する。研修会で学
習した内容を地域活動に生かし、地域
の状況に応じた健康づくりを推進し、
健康意識の向上や健診受診率アップを
図る。
・健康づくり推進員：甘木地区46人・
朝倉地区4人・杷木地区12人（計62人）
・市民への健康づくり実践の取組とし
て、整備された甘木公園を中心にス
テップ運動、スロージョギングの普及
啓発活動を行う。
・朝倉市健康づくり推進員設置要綱第2
条に基づき、健康づくり推進員が主体
となって健康づくりに関する啓発及び
ＰＲ活動を行う。

　健康づくり推進員に対して、最新の健
康情報や朝倉市の健康統計や地域の特
性、地域での活動要領等の内容で、年5
回の研修会を実施する。研修会で学習し
た内容を地域活動に生かし、地域の状況
に応じた健康づくりを推進し、健康意識
の向上や健診受診率アップを図る。
・健康づくり推進員：甘木地区46人・朝
倉地区4人・杷木地区12人（計62人）
・市民への健康づくり実践の取組とし
て、整備された甘木公園を中心にステッ
プ運動、スロージョギングの普及啓発活
動を行う。
・朝倉市健康づくり推進員設置要綱第2
条に基づき、健康づくり推進員が主体と
なって健康づくりに関する啓発及びＰＲ
活動を行う。

　健康づくり推進員に対して、最新の
健康情報や朝倉市の健康統計や地域の
特性、地域での活動要領等の内容で、
年5回の研修会を実施する。研修会で学
習した内容を地域活動に生かし、地域
の状況に応じた健康づくりを推進し、
健康意識の向上や健診受診率アップを
図る。
・健康づくり推進員：甘木地区46人・
朝倉地区4人・杷木地区12人（計62人）
・市民への健康づくり実践の取組とし
て、整備された甘木公園を中心にス
テップ運動、スロージョギングの普及
啓発活動を行う。
・朝倉市健康づくり推進員設置要綱第2
条に基づき、健康づくり推進員が主体
となって健康づくりに関する啓発及び
ＰＲ活動を行う。

健康課

施策９

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

2
疾病の予防と健康管
理

特定健康診査事業（特別会
計）

34,064

　高齢者の医療の確保に関する法律第
20条に基づき、朝倉市国民健康保険加
入者で40歳以上74歳までの者に対し、
集団健診と個別健診による特定健康診
査を実施する。この中で、前年度に市
の国保特定健診を受診した者の自己負
担金を無料とする。
・集団健診：地区巡回・年間29日実施
（がん検診と同時実施）
・半日人間ドック：朝倉診療所で4月～
翌年3月20日まで実施
・個別健診：指定医療機関で6月から2
月末まで実施

　高齢者の医療の確保に関する法律第20
条に基づき、朝倉市国民健康保険加入者
で40歳以上74歳までの者に対し、集団健
診と個別健診による特定健康診査を実施
する。この中で、前年度に市の国保特定
健診を受診した者の自己負担金を無料と
する。
・集団健診：地区巡回・年間29日実施
（がん検診と同時実施）
・半日人間ドック：朝倉診療所で4月～
翌年3月20日まで実施
・個別健診：指定医療機関で6月から2月
末まで実施

　高齢者の医療の確保に関する法律第
20条に基づき、朝倉市国民健康保険加
入者で40歳以上74歳までの者に対し、
集団健診と個別健診による特定健康診
査を実施する。この中で、前年度に市
の国保特定健診を受診した者の自己負
担金を無料とする。
・集団健診：地区巡回・年間29日実施
（がん検診と同時実施）
・半日人間ドック：朝倉診療所で4月～
翌年3月20日まで実施
・個別健診：指定医療機関で6月から2
月末まで実施

健康課

2
疾病の予防と健康管
理

がん検診事業 77,011

・集団健診：各地区巡回・年間31日実
施
　胃・肺(65歳以上:結核検診含む)・大
腸・子宮・乳・前立腺がん検診実施
朝倉診療所にて4月～翌年3月31日まで
実施
　胃・肺・大腸・前立腺がん検診実施
・個別健診：朝倉医師会指定医療機関

胃(胃透視・胃内視鏡検査)
子宮・乳がん検診実施

・対象年齢の方に対して、無料クーポ
ン券を配布
「新たなステージに入ったがん検診総
合支援事業」補助対象（国1/2補助）
・小児・ＡＹＡ世代のがん患者が在宅
で療養する際に必要な訪問介護及び福
祉用具の貸与・購入費用の一部を補助

・集団健診：各地区巡回・年間31日実施
胃・肺(65歳以上:結核検診含む)・大

腸・子宮・乳・前立腺がん検診実施
朝倉診療所にて4月～翌年3月31日まで実
施
　胃・肺・大腸・前立腺がん検診実施
・個別健診：朝倉医師会指定医療機関
胃(胃透視・胃内視鏡検査)
子宮・乳がん検診実施

・対象年齢の方に対して、無料クーポン
券を配布
「新たなステージに入ったがん検診総合
支援事業」補助対象（国1/2補助）
・小児・ＡＹＡ世代のがん患者が在宅で
療養する際に必要な訪問介護及び福祉用
具の貸与・購入費用の一部を補助

・集団健診：各地区巡回・年間31日実
施
　胃・肺(65歳以上:結核検診含む)・大
腸・子宮・乳・前立腺がん検診実施
朝倉診療所にて4月～翌年3月31日まで
実施
　胃・肺・大腸・前立腺がん検診実施
・個別健診：朝倉医師会指定医療機関
胃(胃透視・胃内視鏡検査)
子宮・乳がん検診実施

・対象年齢の方に対して、無料クーポ
ン券を配布
「新たなステージに入ったがん検診総
合支援事業」補助対象（国1/2補助）
・小児・ＡＹＡ世代のがん患者が在宅
で療養する際に必要な訪問介護及び福
祉用具の貸与・購入費用の一部を補助

健康課

2
疾病の予防と健康管
理

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施事業

2,940

　高齢者の医療の確保に関する法律に
基づき、保険年金課、介護サービス課
と連携し、高齢者の介護予防やフレイ
ルの防止、疾病の重症化予防のための
事業を行う。KDBシステム等により健康
課題を分析し、事業の企画、対象者抽
出や事業の進捗管理を行い、事業実施
評価を行う。

<高齢者に対する個別支援>
医療専門職による個別訪問を実施す
る。
・低栄養防止・重症化予防の取組
・健康状態が不明な高齢者の状態把
握、必要なサービスへの接続

　高齢者の医療の確保に関する法律に基
づき、保険年金課、介護サービス課と連
携し、高齢者の介護予防やフレイルの防
止、疾病の重症化予防のための事業を行
う。KDBシステム等により健康課題を分
析し、事業の企画、対象者抽出や事業の
進捗管理を行い、事業実施評価を行う。

<高齢者に対する個別支援>
医療専門職による個別訪問を実施する。
・低栄養防止・重症化予防の取組
・健康状態が不明な高齢者の状態把握、
必要なサービスへの接続

　高齢者の医療の確保に関する法律に
基づき、保険年金課、介護サービス課
と連携し、高齢者の介護予防やフレイ
ルの防止、疾病の重症化予防のための
事業を行う。KDBシステム等により健康
課題を分析し、事業の企画、対象者抽
出や事業の進捗管理を行い、事業実施
評価を行う。

<高齢者に対する個別支援>
医療専門職による個別訪問を実施す
る。
・低栄養防止・重症化予防の取組
・健康状態が不明な高齢者の状態把
握、必要なサービスへの接続

健康課

4 地域医療体制の充実 救急医療事業 77,909

　市民の健康を守り、休日・夜間の医
療を確保します。

・病院群輪番制
・在宅当番医制
・休日夜間急患センター
・歯科休日診療

　市民の健康を守り、休日・夜間の医療
を確保します。

・病院群輪番制
・在宅当番医制
・休日夜間急患センター
・歯科休日診療

　市民の健康を守り、休日・夜間の医
療を確保します。

・病院群輪番制
・在宅当番医制
・休日夜間急患センター
・歯科休日診療

健康課
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

5 感染症対策の推進
帯状疱疹予防接種料金助成
事業

20,000

　50歳以上を対象に、任意の予防接種
である帯状疱疹の予防接種に係る費用
の一部を助成する。
助成金額上限（上限金額未満の時は、
接種料金の額）
・生ワクチン　3,000円
・不活化ワクチン10,000円/回
助成回数
・生ワクチン　1回
・不活化ワクチン2回

　帯状疱疹の予防接種は今後定期予防接
種となる可能性があるが、現在は任意の
予防接種であるため、50歳以上を対象に
同予防接種に係る費用の一部を助成す
る。
助成金額上限（上限金額未満の時は、接
種料金の額）
・生ワクチン　3,000円
・不活化ワクチン10,000円/回
助成回数
・生ワクチン　1回
・不活化ワクチン2回

　帯状疱疹の予防接種は今後定期予防
接種となる可能性があるが、現在は任
意の予防接種であるため、50歳以上を
対象に同予防接種に係る費用の一部を
助成する。
助成金額上限（上限金額未満の時は、
接種料金の額）
・生ワクチン　3,000円
・不活化ワクチン10,000円/回
助成回数
・生ワクチン　1回
・不活化ワクチン2回

健康課

高齢者福祉の充実

高齢者が健康で長生きでき、地域の支えあいにより安心して生活できています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
高齢者の健康づくり
の推進

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施事業

4,759

　地域の通いの場を利用する高齢者
が、フレイル状態になることを予防
し、健康寿命の延伸を目指す。
　地域の通いの場に医療専門職を派遣
し、フレイルチェックや講話を行いフ
レイル予防の意識付けを行う。同時
に、個別の健康相談を行い個々が必要
とする医療や介護のサービスにつな
ぐ。また、地域の通いの場において、
フレイル予防対策が継続できるよう医
療専門職や介護予防サポーターを派遣
し支援を行う。

　地域の通いの場を利用する高齢者が、
フレイル状態になることを予防し、健康
寿命の延伸を目指す。
　地域の通いの場に医療専門職を派遣
し、フレイルチェックや講話を行いフレ
イル予防の意識付けを行う。同時に、個
別の健康相談を行い個々が必要とする医
療や介護のサービスにつなぐ。また、地
域の通いの場において、フレイル予防対
策が継続できるよう医療専門職や介護予
防サポーターを派遣し支援を行う。

　地域の通いの場を利用する高齢者
が、フレイル状態になることを予防
し、健康寿命の延伸を目指す。
　地域の通いの場に医療専門職を派遣
し、フレイルチェックや講話を行いフ
レイル予防の意識付けを行う。同時
に、個別の健康相談を行い個々が必要
とする医療や介護のサービスにつな
ぐ。また、地域の通いの場において、
フレイル予防対策が継続できるよう医
療専門職や介護予防サポーターを派遣
し支援を行う。

介護サービ
ス課

2
介護予防・日常生活
支援の充実

介護予防・日常生活支援総
合事業（介護予防・生活支
援サービス事業）（特別会
計）

97,209

　支援や介護を必要とする高齢者が、
住み慣れた地域で生活できるよう、適
切な日常生活支援のサービスを受けら
れることを目指す。
　従前相当の訪問型・通所型サービス
に加え、リハビリテーション専門職に
よる短期集中型予防サービス、生活援
助のみを提供する緩和型の訪問サービ
ス等の多様なサービスを推進する。

　支援や介護を必要とする高齢者が、住
み慣れた地域で生活できるよう、適切な
日常生活支援のサービスを受けられるこ
とを目指す。
　従前相当の訪問型・通所型サービスに
加え、リハビリテーション専門職による
短期集中型予防サービス、生活援助のみ
を提供する緩和型の訪問サービス等の多
様なサービスを推進する。

　支援や介護を必要とする高齢者が、
住み慣れた地域で生活できるよう、適
切な日常生活支援のサービスを受けら
れることを目指す。
　従前相当の訪問型・通所型サービス
に加え、リハビリテーション専門職に
よる短期集中型予防サービス、生活援
助のみを提供する緩和型の訪問サービ
ス等の多様なサービスを推進する。

介護サービ
ス課

3
生きがいづくりと社
会参加の推進

一般介護予防事業（特別会
計）

40,942

　住民主体の通いの場を充実させ、人
と人とのつながりを通じて、参加者や
通いの場が継続的に拡大していくよう
な地域づくりを推進する。介護予防教
室等の開催や介護予防に関するボラン
ティア等の人材を育成するための研
修、介護予防に資する多様な地域活動
組織の育成及び支援等を行う。

　住民主体の通いの場を充実させ、人と
人とのつながりを通じて、参加者や通い
の場が継続的に拡大していくような地域
づくりを推進する。介護予防教室等の開
催や介護予防に関するボランティア等の
人材を育成するための研修、介護予防に
資する多様な地域活動組織の育成及び支
援等を行う。

　住民主体の通いの場を充実させ、人
と人とのつながりを通じて、参加者や
通いの場が継続的に拡大していくよう
な地域づくりを推進する。介護予防教
室等の開催や介護予防に関するボラン
ティア等の人材を育成するための研
修、介護予防に資する多様な地域活動
組織の育成及び支援等を行う。

介護サービ
ス課

施策１０

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4
包括的な支援体制の
強化

総合相談事業（特別会計） 25,899

　地域の高齢者が住み慣れた地域で安
心してその人らしい生活を継続してい
くことができるよう、地域包括支援セ
ンターにおいて地域関係者とのネット
ワークを構築し関係機関へつなげる等
支援を行う。
・地域におけるネットワークの構築
・実態把握
・総合相談
・介護する家族等に対する相談支援
・地域共生社会の観点に立った高齢者
の包括的な支援

　地域の高齢者が住み慣れた地域で安心
してその人らしい生活を継続していくこ
とができるよう、地域包括支援センター
において地域関係者とのネットワークを
構築し関係機関へつなげる等支援を行
う。
・地域におけるネットワークの構築
・実態把握
・総合相談
・介護する家族等に対する相談支援
・地域共生社会の観点に立った高齢者の
包括的な支援

　地域の高齢者が住み慣れた地域で安
心してその人らしい生活を継続してい
くことができるよう、地域包括支援セ
ンターにおいて地域関係者とのネット
ワークを構築し関係機関へつなげる等
支援を行う。
・地域におけるネットワークの構築
・実態把握
・総合相談
・介護する家族等に対する相談支援
・地域共生社会の観点に立った高齢者
の包括的な支援

介護サービ
ス課

5
認知症高齢者への支
援の充実

認知症総合支援事業
（特別会計）

904

　認知症高齢者等にやさしい地域づく
りを推進していくために、予防・医
療・介護の関係者が連携した体制を構
築することを目指す。

・認知症ケアパスの活用
・認知症初期集中支援チーム（委託）
を設置
・認知症地域支援推進員：6名配置
・認知症カフェの開催

　認知症高齢者等にやさしい地域づくり
を推進していくために、予防・医療・介
護の関係者が連携した体制を構築するこ
とを目指す。

・認知症ケアパスの活用
・認知症初期集中支援チーム（委託）を
設置
・認知症地域支援推進員：6名配置
・認知症カフェの開催

　認知症高齢者等にやさしい地域づく
りを推進していくために、予防・医
療・介護の関係者が連携した体制を構
築することを目指す。

・認知症ケアパスの活用
・認知症初期集中支援チーム（委託）
を設置
・認知症地域支援推進員：6名配置
・認知症カフェの開催

介護サービ
ス課

7
地域の実情に応じた
生活支援体制の整備

生活支援体制整備事業 8,384

　高齢になっても住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができる
よう、コミュニティ単位で話し合いの
場（協議体）を設け、その地域で必要
な支援が何かについて話し合い、地域
でできること、社会資源とマッチング
してできることはないか調整し、生活
支援体制を整備する。
・第1層協議体の開催
・第2層協議体の設置及び運営支援
・資源マップの作成

　高齢になっても住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを続けることができるよ
う、コミュニティ単位で話し合いの場
（協議体）を設け、その地域で必要な支
援が何かについて話し合い、地域ででき
ること、社会資源とマッチングしてでき
ることはないか調整し、生活支援体制を
整備する。
・第1層協議体の開催
・第2層協議体の設置及び運営支援
・資源マップの作成

　高齢になっても住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができる
よう、コミュニティ単位で話し合いの
場（協議体）を設け、その地域で必要
な支援が何かについて話し合い、地域
でできること、社会資源とマッチング
してできることはないか調整し、生活
支援体制を整備する。
・第1層協議体の開催
・第2層協議体の設置及び運営支援
・資源マップの作成

介護サービ
ス課

9
介護保険制度の適正
な運営

介護人材確保事業 4,425

　介護についての理解と認識を深める
ための普及啓発を行うとともに、介護
の仕事の魅力ややりがいを発信し、介
護の人材確保を促進する取り組みを実
施する。

・介護のしごと魅力発信
・介護の資格取得のための研修受講料
等の補助
・介護職への家賃補助

　介護についての理解と認識を深めるた
めの普及啓発を行うとともに、介護の仕
事の魅力ややりがいを発信し、介護の人
材確保を促進する取り組みを実施する。

・介護のしごと魅力発信
・介護の資格取得のための研修受講料等
の補助
・介護職への家賃補助

　介護についての理解と認識を深める
ための普及啓発を行うとともに、介護
の仕事の魅力ややりがいを発信し、介
護の人材確保を促進する取り組みを実
施する。

・介護のしごと魅力発信
・介護の資格取得のための研修受講料
等の補助
・介護職への家賃補助

介護サービ
ス課
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障がい福祉の充実

障がいのある人が、安心して地域で自立した生活ができています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 自立支援の促進 障がい福祉サービス事業 1,408,000

　障がいのある人が日常生活や社会生
活を行っていく上で必要となる在宅
サービス及び施設通所・入所の福祉
サービスを提供し、福祉の向上を図
る。

　障がいのある人が日常生活や社会生活
を行っていく上で必要となる在宅サービ
ス及び施設通所・入所の福祉サービスを
提供し、福祉の向上を図る。

　障がいのある人が日常生活や社会生
活を行っていく上で必要となる在宅
サービス及び施設通所・入所の福祉
サービスを提供し、福祉の向上を図
る。 福祉事務所

2
自立支援に向けた経
済的支援

更生医療事務 64,300

　障がいのある人が自立支援医療によ
る助成を受け経済的負担が軽減される
よう取り組む。

　障がいのある人が自立支援医療による
助成を受け経済的負担が軽減されるよう
取り組む。

　障がいのある人が自立支援医療によ
る助成を受け経済的負担が軽減される
よう取り組む。

福祉事務所

3
社会参加促進と就労
支援

障がい福祉サービス事業
（訓練等給付）

482,200

　障がいのある人に生産活動の機会の
提供や就労に必要な訓練等の支援、日
常生活上の支援を行う。

　障がいのある人に生産活動の機会の提
供や就労に必要な訓練等の支援、日常生
活上の支援を行う。

　障がいのある人に生産活動の機会の
提供や就労に必要な訓練等の支援、日
常生活上の支援を行う。

福祉事務所

地域福祉の充実

包括的な支援や住民同士の助け合いで、互いに支え合うまちづくりが進められています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
包括的な相談支援体
制の整備

地域支え合いセンター運営
事業

4,096

　平成29年7月九州北部豪雨における被
災者の孤立防止等の見守り支援を行う
とともに、生活再建を支援する。あわ
せて、適正な規模の支援体制について
随時検討する。

ー ー

令和6年度以降、未
定。

総合政策課

1
包括的な相談支援体
制の整備

民生委員・児童委員活動支
援事業

10,696

　民生委員・児童委員の活動を支援す
ることにより、市民の福祉の増進を図
る。

　民生委員・児童委員の活動を支援する
ことにより、市民の福祉の増進を図る。

　民生委員・児童委員の活動を支援す
ることにより、市民の福祉の増進を図
る。

福祉事務所

2
見守りや支え合いの
促進

ふれあいのまちづくり事業
推進補助事業

4,585

　各種相談事業及び住民への地域福祉
啓発・参加事業の普及等により地域福
祉の総合推進を図り、ふれあいのある
住みよいまちづくりの促進に努める。

　各種相談事業及び住民への地域福祉啓
発・参加事業の普及等により地域福祉の
総合推進を図り、ふれあいのある住みよ
いまちづくりの促進に努める。

　各種相談事業及び住民への地域福祉
啓発・参加事業の普及等により地域福
祉の総合推進を図り、ふれあいのある
住みよいまちづくりの促進に努める。 福祉事務所

施策１１

施策の目指す姿

施策１２

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

2
見守りや支え合いの
促進

生活支援体制整備事業（再
掲）

8,384

　高齢になっても住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができる
よう、コミュニティ単位で話し合いの
場（協議体）を設け、その地域で必要
な支援が何かについて話し合い、地域
でできること、社会資源とマッチング
してできることはないか調整し、地域
での生活支援体制を整備する。

　高齢になっても住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを続けることができるよ
う、コミュニティ単位で話し合いの場
（協議体）を設け、その地域で必要な支
援が何かについて話し合い、地域ででき
ること、社会資源とマッチングしてでき
ることはないか調整し、地域での生活支
援体制を整備する。

　高齢になっても住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができる
よう、コミュニティ単位で話し合いの
場（協議体）を設け、その地域で必要
な支援が何かについて話し合い、地域
でできること、社会資源とマッチング
してできることはないか調整し、地域
での生活支援体制を整備する。

介護サービ
ス課

3
地域福祉の担い手育
成

ふれあいのまちづくり事業
推進補助事業（再掲）

4,585

　各種相談事業及び住民への地域福祉
啓発・参加事業の普及等により地域福
祉の総合推進を図り、ふれあいのある
住みよいまちづくりの促進に努める。

　各種相談事業及び住民への地域福祉啓
発・参加事業の普及等により地域福祉の
総合推進を図り、ふれあいのある住みよ
いまちづくりの促進に努める。

　各種相談事業及び住民への地域福祉
啓発・参加事業の普及等により地域福
祉の総合推進を図り、ふれあいのある
住みよいまちづくりの促進に努める。 福祉事務所

5
生活困窮者への自立
支援

生活困窮者自立支援事業 20,472

　生活保護に至る前の段階にある生活
困窮者が自立した生活が送れるよう
に、関係課と連携し、相談事業や就労
支援事業を通じて自立支援策の強化を
図る。
　また、必要に応じて住居確保給付金
の支給等の支援を行う。

　生活保護に至る前の段階にある生活困
窮者が自立した生活が送れるように、関
係課と連携し、相談事業や就労支援事業
を通じて自立支援策の強化を図る。
　また、必要に応じて住居確保給付金の
支給等の支援を行う。

　生活保護に至る前の段階にある生活
困窮者が自立した生活が送れるよう
に、関係課と連携し、相談事業や就労
支援事業を通じて自立支援策の強化を
図る。
　また、必要に応じて住居確保給付金
の支給等の支援を行う。

福祉事務所

6 公営住宅の提供 定住促進住宅整備事業 74,200

○建設事業計画
・池の迫団地整備事業

全7区画のうち、令和5年度に入居決
定区画となった2区画の住宅整備
   住棟本体工事

○建設事業計画
・池の迫団地整備事業
全7区画のうち、前年度までの入居決

定区画を除いた区画の住宅整備
   住棟本体工事

○建設事業計画
・池の迫団地整備事業
全7区画のうち、前年度までの入居決

定区画を除いた区画の住宅整備
   住棟本体工事

全7区画の住宅整備
をもって事業完了

都市整備課

6 公営住宅の提供 鳩胸団地建替事業（補助） 341,191

○建設事業計画
・鳩胸団地建替事業
令和2年度から令和9年度　40戸

新住棟予定地文化財調査、住棟本体工
事

○建設事業計画
・鳩胸団地建替事業
令和2年度から令和9年度　40戸

住棟本体工事、移転補償、3期解体工事

○建設事業計画
・鳩胸団地建替事業
令和2年度から令和9年度　40戸

3期解体工事、西側・南側道路改良工事

令和9年度事業完了
予定

都市整備課
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次世代につなぐ 環境にやさしい まちづくり

自然環境・生活環境の保全

市民、事業者、行政が、脱炭素および環境保全に取り組み、自然に負荷をかけないまちづくりが進んでいます。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
地球温暖化対策の推
進

地球温暖化対策推進事業 15,528

・県が作成した環境家計簿やエコファ
ミリー応援アプリを活用し、ＣＯ2排出
量抑制を図る。

・バイオマス産業都市推進協議会（全
国）に加入し、バイオマスの利活用に
ついて情報収集を行う。

・市民に対しゼロカーボン推進補助金
（住宅太陽光発電設備設置、電気自動
車購入、V2H設置、ZEH）を交付し、再
生可能エネルギー設備等の導入に係る
負担を軽減させる。

・県が作成した環境家計簿やエコファミ
リー応援アプリを活用し、ＣＯ2排出量
抑制を図る。

・バイオマス産業都市推進協議会（全
国）に加入し、バイオマスの利活用につ
いて情報収集を行う。

・市民に対しゼロカーボン推進補助金
（住宅太陽光発電設備設置、電気自動車
購入、V2H設置、ZEH）を交付し、再生可
能エネルギー設備等の導入に係る負担を
軽減させる。

・県が作成した環境家計簿やエコファ
ミリー応援アプリを活用し、ＣＯ2排出
量抑制を図る。

・バイオマス産業都市推進協議会（全
国）に加入し、バイオマスの利活用に
ついて情報収集を行う。

・市民に対しゼロカーボン推進補助金
（住宅太陽光発電設備設置、電気自動
車購入、V2H設置、ZEH）を交付し、再
生可能エネルギー設備等の導入に係る
負担を軽減させる。

環境課

2
環境保全の啓発・推
進

絶滅危惧種保全事業 2,183

スイゼンジノリ等の保全に取り組む
「黄金川を守る会」及び「黄金川スイ
ゼンジノリ保全協議会」に対して補助
金を交付し、財政的支援を行う。

（補助金により行われる主な活動内
容）
・黄金川の流水を確保するため、ポン
プにより地下水を揚水する。
・スイゼンジノリ等の生育環境を整え
るための河川環境及び保全区域内を整
備する。

スイゼンジノリ等の保全に取り組む
「黄金川を守る会」及び「黄金川スイゼ
ンジノリ保全協議会」に対して補助金を
交付し、財政的支援を行う。

（補助金により行われる主な活動内容）
・黄金川の流水を確保するため、ポンプ
により地下水を揚水する。
・スイゼンジノリ等の生育環境を整える
ための河川環境及び保全区域内を整備す
る。

スイゼンジノリ等の保全に取り組む
「黄金川を守る会」及び「黄金川スイ
ゼンジノリ保全協議会」に対して補助
金を交付し、財政的支援を行う。

（補助金により行われる主な活動内
容）
・黄金川の流水を確保するため、ポン
プにより地下水を揚水する。
・スイゼンジノリ等の生育環境を整え
るための河川環境及び保全区域内を整
備する。

環境課

3 森林の保全 荒廃森林整備事業 47,610

　水源涵養などの森林の有する公益的
機能を発揮させるため、１５年以上手
入れをされていない人工林に対し間伐
等を行う。

　水源涵養などの森林の有する公益的機
能を発揮させるため、１５年以上手入れ
をされていない人工林に対し間伐等を行
う。

　水源涵養などの森林の有する公益的
機能を発揮させるため、１５年以上手
入れをされていない人工林に対し間伐
等を行う。 農林課

3 森林の保全 森林環境整備事業 43,500

　森林環境譲与税を活用し、森林の整
備及びその促進に関する施策を行う。
・林業用作業道改良事業
・森林環境整備事業
・森林組合管理林道等改良事業
・林業用作業道開設事業
・倒伏木等撤去事業
・私有林等整備事業

　森林環境譲与税を活用し、森林の整備
及びその促進に関する施策を行う。
・林業用作業道改良事業
・森林環境整備事業
・森林組合管理林道等改良事業
・林業用作業道開設事業
・倒伏木等撤去事業
・私有林等整備事業

　森林環境譲与税を活用し、森林の整
備及びその促進に関する施策を行う。
・林業用作業道改良事業
・森林環境整備事業
・森林組合管理林道等改良事業
・林業用作業道開設事業
・倒伏木等撤去事業
・私有林等整備事業

農林課

基本目標３

施策１３

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4 水環境の保全 環境定期調査事業 10,819

　市内を流れる主要河川や井戸水（地
下水）の定期調査等を実施する。
＜実施予定調査＞
・河川水調査（一般項目・有害物質）
・地下水調査（健康項目・有害物質）
・事業所排水調査、ゴルフ場排水調査
・ダイオキシン調査、降下ばいじん量
調査、臭気調査
・自動車騒音常時監視

　市内を流れる主要河川や井戸水（地下
水）の定期調査等を実施する。
＜実施予定調査＞
・河川水調査（一般項目・有害物質）
・地下水調査（健康項目・有害物質）
・事業所排水調査、ゴルフ場排水調査
・ダイオキシン調査、降下ばいじん量調
査、臭気調査
・自動車騒音常時監視

　市内を流れる主要河川や井戸水（地
下水）の定期調査等を実施する。
＜実施予定調査＞
・河川水調査（一般項目・有害物質）
・地下水調査（健康項目・有害物質）
・事業所排水調査、ゴルフ場排水調査
・ダイオキシン調査、降下ばいじん量
調査、臭気調査
・自動車騒音常時監視

環境課

5
生活系公害対策の推
進

動物愛護事業 125

　飼い主のいない猫不妊去勢手術費補
助金交付申請者に対して補助金を交付
し、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を
抑制するとともに、市民の動物に対す
る愛護意識の高揚と快適な生活環境の
保持を図る。
＜補助金＞
手術1件につき5,000円

　飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助
金交付申請者に対して補助金を交付し、
飼い主のいない猫の過剰な繁殖を抑制す
るとともに、市民の動物に対する愛護意
識の高揚と快適な生活環境の保持を図
る。
＜補助金＞
手術1件につき5,000円

　飼い主のいない猫不妊去勢手術費補
助金交付申請者に対して補助金を交付
し、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を
抑制するとともに、市民の動物に対す
る愛護意識の高揚と快適な生活環境の
保持を図る。
＜補助金＞
手術1件につき5,000円

環境課

循環型社会の構築

市民、事業者、行政が、廃棄物を適正に処理し、環境負荷を低減させることで循環型社会が構築されています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

3 ごみ処理の適正化 環境パトロール事業 3,175

　環境美化推進員が、各地区を巡回
し、環境を損なう不法投棄物の通報や
回収、清掃業務を行う。
・環境美化推進員による地区巡回パト
ロール
・不法投棄物の回収・処分

　環境美化推進員が、各地区を巡回し、
環境を損なう不法投棄物の通報や回収、
清掃業務を行う。
・環境美化推進員による地区巡回パト
ロール
・不法投棄物の回収・処分

　環境美化推進員が、各地区を巡回
し、環境を損なう不法投棄物の通報や
回収、清掃業務を行う。
・環境美化推進員による地区巡回パト
ロール
・不法投棄物の回収・処分

環境課

4
し尿の適正処理とリ
サイクルの推進

汚泥再生処理センター管理
事業

189,850

　汚泥再生処理施設で受け入れたし尿
等を100％処理し堆肥化することでリサ
イクルを行なう。

汚泥再生処理施設より河川に放流さ
れる処理水の水質検査を行う。

　汚泥再生処理施設で受け入れたし尿等
を100％処理し堆肥化することでリサイ
クルを行なう。
汚泥再生処理施設より河川に放流され

る処理水の水質検査を行う。

　汚泥再生処理施設で受け入れたし尿
等を100％処理し堆肥化することでリサ
イクルを行なう。
汚泥再生処理施設より河川に放流さ

れる処理水の水質検査を行う。

環境課

施策１４

施策の目指す姿
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活力ある産業と 魅力的な観光資源があるまちづくり

農林業の振興

農林業従事者の生産性が高まり、農作物の販売額が向上しています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
地域農林業を支える
多様な担い手の育
成・確保

新規就農総合支援補助事業 55,301

　交付要件を満たす青年就農者に対し
て、農業次世代人材投資資金（経営開
始型）及び新規就農者育成総合対策
（経営開始資金）を年間150万円交付す
る。
また、経営の発展、早期定着に向けた
機械・施設の導入を支援する。
・資金の給付
・機械・施設導入補助金の交付
・就農状況の確認

　交付要件を満たす青年就農者に対し
て、農業次世代人材投資資金（経営開始
型）及び新規就農者育成総合対策（経営
開始資金）を年間150万円交付する。
また、経営の発展、早期定着に向けた機
械・施設の導入を支援する。
・資金の給付
・機械・施設導入補助金の交付
・就農状況の確認

　交付要件を満たす青年就農者に対し
て、農業次世代人材投資資金（経営開
始型）及び新規就農者育成総合対策
（経営開始資金）を年間150万円交付す
る。
また、経営の発展、早期定着に向けた
機械・施設の導入を支援する。
・資金の給付
・機械・施設導入補助金の交付
・就農状況の確認

農業振興課

1
地域農林業を支える
多様な担い手の育
成・確保

農のエリア活用事業 1,008

　農のエリア内施設を利用しながら、
農産物の品質向上、収量の安定確保や
栽培技術の精度向上による農業の活性
化や担い手・後継者の育成に繋げられ
る活動を行う団体等を支援する。
・施設管理

　農のエリア内施設を利用しながら、農
産物の品質向上、収量の安定確保や栽培
技術の精度向上による農業の活性化や担
い手・後継者の育成に繋げられる活動を
行う団体等を支援する。
・施設管理

　農のエリア内施設を利用しながら、
農産物の品質向上、収量の安定確保や
栽培技術の精度向上による農業の活性
化や担い手・後継者の育成に繋げられ
る活動を行う団体等を支援する。
・施設管理

農業振興課

1
地域農林業を支える
多様な担い手の育
成・確保

新規就農支援対策事業 4,920

　JA筑前あさくらや朝倉普及指導セン
ターと連携して、朝倉市就農支援協議
会を組織し、新規就農を希望する者
が、農業に定着できるように支援・指
導活動を行う。
・就農相談会の開催、農業見学会開
催、就農に向けた個別支援活動の実施
・新規就農者支援の実施

新規就農者営農支援補助金
補助率：1/2（上限額30万円）
事業内容：就農研修の受講
者で市内で就農する農業者
に対して資器材購入経費を
助成するもの

・後継者への支援実施
経営継承・発展支援事業費
補助金
補助率：上限100万円
事業内容：地域の中心経営
体である先代事業者から経
営を継承した後継者が、そ
の経営を発展させる取組に
かかった費用を助成するも
の

・新規就農をめざし、有機農業を学び
取り組む人への支援の実施

　JA筑前あさくらや朝倉普及指導セン
ターと連携して、朝倉市就農支援協議会
を組織し、新規就農を希望する者が、農
業に定着できるように支援・指導活動を
行う。
・就農相談会の開催、農業見学会開催、
就農に向けた個別支援活動の実施
・新規就農者支援の実施
新規就農者営農支援補助金
補助率：1/2（上限額30万円）
事業内容：就農研修の受講
者で市内で就農する農業者
に対して資器材購入経費を
助成するもの

・後継者への支援実施
経営継承・発展支援事業費
補助金
補助率：上限100万円
事業内容：地域の中心経営
体である先代事業者から経
営を継承した後継者が、そ
の経営を発展させる取組に
かかった費用を助成するも
の

・新規就農をめざし、有機農業を学び取
り組む人への支援の実施

　JA筑前あさくらや朝倉普及指導セン
ターと連携して、朝倉市就農支援協議
会を組織し、新規就農を希望する者
が、農業に定着できるように支援・指
導活動を行う。
・就農相談会の開催、農業見学会開
催、就農に向けた個別支援活動の実施
・新規就農者支援の実施
新規就農者営農支援補助金
補助率：1/2（上限額30万円）
事業内容：就農研修の受講
者で市内で就農する農業者
に対して資器材購入経費を
助成するもの

・後継者への支援実施
経営継承・発展支援事業費
補助金
補助率：上限100万円
事業内容：地域の中心経営
体である先代事業者から経
営を継承した後継者が、そ
の経営を発展させる取組に
かかった費用を助成するも
の

・新規就農をめざし、有機農業を学び
取り組む人への支援の実施

農業振興課

施策１５

施策の目指す姿

基本目標４
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

2
持続的な営農への支
援

中山間地域等直接支払事業 22,345

　耕作放棄地の増加が懸念される中山
間地域等において、集落内の農業生
産・農地等の維持に関する協定を結
び、実践する集落へ交付金を支払うこ
とにより、農業生産活動等の維持、耕
作放棄地の発生を防止し、多面的機能
を確保します。
協定締結集落　30集落

　耕作放棄地の増加が懸念される中山間
地域等において、集落内の農業生産・農
地等の維持に関する協定を結び、実践す
る集落へ交付金を支払うことにより、農
業生産活動等の維持、耕作放棄地の発生
を防止し、多面的機能を確保します。
協定締結集落　30集落

　耕作放棄地の増加が懸念される中山
間地域等において、集落内の農業生
産・農地等の維持に関する協定を結
び、実践する集落へ交付金を支払うこ
とにより、農業生産活動等の維持、耕
作放棄地の発生を防止し、多面的機能
を確保します。
次期5カ年計画へ移行

農業振興課

2
持続的な営農への支
援

農地中間管理事業 6,152

　農地中間管理事業の推進に関する法
律に基づき、農業振興推進機構が地権
者から借り受けた農地を担い手に貸し
付けることで、農地集積を進めます。

　農地中間管理事業の推進に関する法律
に基づき、農業振興推進機構が地権者か
ら借り受けた農地を担い手に貸し付ける
ことで、農地集積を進めます。

　農地中間管理事業の推進に関する法
律に基づき、農業振興推進機構が地権
者から借り受けた農地を担い手に貸し
付けることで、農地集積を進めます。
（農業経営基盤強化促進法に基づく貸
借は廃止され、農地中間管理事業の推
進に関する法律に基づく貸借に統合さ
れる。）

農業振興課

3
多様な農産物の生産
による農業の振興

水田農業担い手機械導入補
助事業

52,718

　認定農業者や集落営農組織等が米・
麦・大豆の品質の向上や生産コスト低
減に取り組み、競争力ある土地利用型
農業を確立するために導入する、機
械・施設にかかる経費を補助する。

・水田農業担い手機械導入支援事業
補助率：1/2
（県費1/3、市費1/6）
事業内容：農作業の集約化や生
産コストの低減に取り組む

　認定農業者や集落営農組織等が米・
麦・大豆の品質の向上や生産コスト低減
に取り組み、競争力ある土地利用型農業
を確立するために導入する、機械・施設
にかかる経費を補助する。

・水田農業担い手機械導入支援事業
補助率：1/2
（県費1/3、市費1/6）
事業内容：農作業の集約化や生
産コストの低減に取り組む

　認定農業者や集落営農組織等が米・
麦・大豆の品質の向上や生産コスト低
減に取り組み、競争力ある土地利用型
農業を確立するために導入する、機
械・施設にかかる経費を補助する。

・水田農業担い手機械導入支援事業
補助率：1/2
（県費1/3、市費1/6）
事業内容：農作業の集約化や生
産コストの低減に取り組む

農業振興課

5
魅力ある朝倉ブラン
ドの推進

活力ある高収益型園芸産地
育成事業

285,555

　本市園芸農業の生産額の増大と持続
的な発展や安全安心の取組等による市
場及び消費者の評価向上を図るため、
施設や機械等の整備を進め、収益が高
く活力ある園芸産地を育成する。

・活力ある高収益型園芸産地育成事業
補助率：1/2以内、1/3以内

　本市園芸農業の生産額の増大と持続的
な発展や安全安心の取組等による市場及
び消費者の評価向上を図るため、施設や
機械等の整備を進め、収益が高く活力あ
る園芸産地を育成する。

・活力ある高収益型園芸産地育成事業
補助率：1/2以内、1/3以内

　本市園芸農業の生産額の増大と持続
的な発展や安全安心の取組等による市
場及び消費者の評価向上を図るため、
施設や機械等の整備を進め、収益が高
く活力ある園芸産地を育成する。

・活力ある高収益型園芸産地育成事業
補助率：1/2以内、1/3以内

農業振興課

6 農林業基盤の整備 農村環境整備事業（県費） 16,388

　農業生産性の向上と農業経営の安定
を図るため県の補助事業である農村環
境整備事業により農業用施設の整備を
行う。
・農業用施設整備工事2件
・農村環境整備事業補助金2件
・農業用施設整備設計委託1件

　農業生産性の向上と農業経営の安定を
図るため県の補助事業である農村環境整
備事業により農業用施設の整備を行う。
・水路改修工事1件
・農村環境整備事業補助金1件

　農業生産性の向上と農業経営の安定
を図るため県の補助事業である農村環
境整備事業により農業用施設の整備を
行う。
・水路改修工事1件
・農村環境整備事業補助金1件

単年度で事業実施
補助の付き具合、災
害復旧事業の進捗状
況により計画内容変
更

農林課

6 農林業基盤の整備
過年発生補助災害復旧事業
（農地）

449,000

　区画整理工事等
赤谷川・乙石川・白木谷川・北川・妙
見川・桂川・黒川

　区画整理工事等
赤谷川・乙石川・白木谷川・北川・妙見
川・桂川・黒川

　区画整理工事等
北川

赤谷川・乙石川・白
木谷川・妙見川・桂
川・黒川：令和6年
度事業完了予定
北川：令和7年度事
業完了予定

農地改良復
旧室
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

6 農林業基盤の整備
過年発生補助災害復旧事業
(施設）

1,185,000

　区画整理工事等
赤谷川・乙石川・白木谷川・北川・妙
見　川・桂川・黒川

　区画整理工事等
赤谷川・乙石川・白木谷川・北川・妙見
川・桂川・黒川

　区画整理工事等
北川

赤谷川・乙石川・白
木谷川・妙見川・桂
川・黒川：令和6年
度事業完了予定
北川：令和7年度事
業完了予定

農地改良復
旧室

6 農林業基盤の整備 農地災害復旧事業（単独） 36,800

　市単独による区画整理等での復旧関
連事業

　市単独による区画整理等での復旧関連
事業

　市単独による区画整理等での復旧関
連事業

農地改良復
旧室

6 農林業基盤の整備
農業用施設災害復旧事業
（単独）

74,600

　市単独による区画整理等での復旧関
連事業

　市単独による区画整理等での復旧関連
事業

　市単独による区画整理等での復旧関
連事業

農地改良復
旧室

6 農林業基盤の整備
過年発生補助災害復旧事業
（農地）

164,463

　異常気象によって被災した農地を国
の補助を受けて原形に復旧する。
H29災　34箇所
R3災　1箇所

　残事業費調査後に事業計画策定 　残事業費調査後に事業計画策定 H29災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定
R3災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定

農地等・林
道災害対策
室

6 農林業基盤の整備
過年発生補助災害復旧事業
(施設）

647,214

　異常気象によって被災した農業用施
設を国の補助を受けて原形に復旧す
る。
H29災　21箇所
R3災　1箇所

　残事業費調査後に事業計画策定 　残事業費調査後に事業計画策定 H29災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定
R3災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定

農地等・林
道災害対策
室

6 農林業基盤の整備 農地災害復旧事業（単独） 101,100

　異常気象によって被災した農地を原
形に復旧する。
H29災、R3災、R4災
70箇所

　異常気象によって被災した農地を原形
に復旧する。
H29災、R4災
70箇所

　異常気象によって被災した農地を原
形に復旧する。
H29災
70箇所

H29災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定
R3災:令和5年度事業
完了予定（補助災害
復旧事業の進捗によ
り継続の可能性あ
り）
R4災:令和6年度事業
完了予定（補助災害
復旧事業の進捗によ
り継続の可能性あ
り）

農地等・林
道災害対策
室
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

6 農林業基盤の整備
農業用施設災害復旧事業
（単独）

261,300

　異常気象によって被災した農業用施
設を原形に復旧する。
H29災、R3災、R4災
70箇所

　異常気象によって被災した農業用施設
を原形に復旧する。
H29災、R4災
70箇所

　異常気象によって被災した農業用施
設を原形に復旧する。
H29災
70箇所

H29災:他事業の進捗
に伴うため、完了年
度は未定
R3災:令和5年度事業
完了予定（補助災害
復旧事業の進捗によ
り継続の可能性あ
り）
R4災:令和6年度事業
完了予定（補助災害
復旧事業の進捗によ
り継続の可能性あ
り）

農地等・林
道災害対策
室

6 農林業基盤の整備 林道災害復旧事業（単独） 16,300

異常気象によって災害を被った林業用
施設を原形に復旧する。
H29災
10箇所

他事業の進捗により継続の可能性あり 他事業の進捗により継続の可能性あり 他事業の進捗に伴う
ため、完了年度は未
定

農地等・林
道災害対策
室

商工業の振興

企業誘致や中小企業の振興により活性化されています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 中小企業の振興 中小企業者等金融支援事業 107,000

・商工組合中央金庫貸付及び中小企業
者等事業融資資金の原資を貸付

・商工組合中央金庫貸付及び中小企業者
等事業融資資金の原資を貸付

・商工組合中央金庫貸付及び中小企業
者等事業融資資金の原資を貸付

商工観光課

1 中小企業の振興 中小企業者等保証料補助事業 4,500

・朝倉市融資制度利用者の保証料を補
助
・福岡県融資制度（緊急経済対策中小
企業応援保証料補給金）の保証料を補
助

・朝倉市融資制度利用者の保証料を補助
・福岡県融資制度（緊急経済対策中小企
業応援保証料補給金）の保証料を補助

・朝倉市融資制度利用者の保証料を補
助
・福岡県融資制度（緊急経済対策中小
企業応援保証料補給金）の保証料を補
助

商工観光課

2 企業誘致の推進 企業誘致事業 4,459

・民間適地への企業誘致活動
・立地企業に対する奨励措置

・民間適地への企業誘致活動
・立地企業に対する奨励措置

・民間適地への企業誘致活動
・立地企業に対する奨励措置

商工観光課

3 就業の場の創出 新規創業促進事業 5,205

・創業費用を補助
・市内で創業を希望する者のための塾
(セミナー形式)の開催

・創業費用を補助
・市内で創業を希望する者のための塾
(セミナー形式)の開催

・創業費用を補助
・市内で創業を希望する者のための塾
(セミナー形式)の開催

商工観光課

施策の目指す姿

施策１６
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観光の振興

朝倉市の観光資源の魅力が高まり、市外からの滞在人口、交流人口が増加しています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 魅力・PRの推進 観光協会観光宣伝委託事業 15,744

あさくら観光協会
・ほとめく館と道の駅インフォメー
ションでの観光情報提供
・県外、県内宣伝の実施
・市観光ＰＲの実施
・女王卑弥呼（観光大使）の選出・活
動支援
・観光情報の収集・発信

あさくら観光協会
・ほとめく館と道の駅インフォメーショ
ンでの観光情報提供
・県外、県内宣伝の実施
・市観光ＰＲの実施
・女王卑弥呼（観光大使）の選出・活動
支援
・観光情報の収集・発信

あさくら観光協会
・ほとめく館と道の駅インフォメー
ションでの観光情報提供
・県外、県内宣伝の実施
・市観光ＰＲの実施
・女王卑弥呼（観光大使）の選出・活
動支援
・観光情報の収集・発信

商工観光課

1 魅力・PRの推進 観光宣伝事業 44,697

秋月藩成立400年記念事業
・新規開店支援事業
・記念イベント等企画運営業務委託事
業
・秋月藩成立PR事業
・秋月「水自慢」事業
・秋月博物館と市内宿泊コラボ事業
・秋月鎧揃え甲冑整備事業
・城下町秋月周遊謎解きゲーム事業

サイクルタウンプロジェクト

秋月藩成立400年記念事業
・新規開店支援事業
・記念イベント等企画運営業務委託事業
・秋月藩成立PR事業
・秋月「水自慢」事業
・秋月博物館と市内宿泊コラボ事業
・城下町秋月周遊謎解きゲーム事業

サイクルタウンプロジェクト

秋月藩成立400年記念事業
・新規開店支援事業

サイクルタウンプロジェクト

商工観光課

2 観光情報提供の充実
「観光・食・農」魅力発信
プロジェクト事業

1,861

　秋月・原鶴地区の飲食店や宿泊施設
等の情報を掲載した観光マップを作成
する。マップと連動して掲載店舗の情
報を携帯端末で閲覧できる観光案内シ
ステムの運用を行う。
・紹介施設数の充実
・各種イベントや関連サイトとの連携
強化
・次年度以降の展開を検討

　秋月・原鶴以外の地区への展開実現を
図る。
・次年度以降の展開を検討
・アクセス数増加の検討

　秋月・原鶴以外の地区への展開実現
を図る。
・次年度以降の展開を検討
・アクセス数増加の検討

総合政策課

3 観光資源の活用
マウンテンバイクパーク管
理事業

3,300

マウンテンバイクパーク
・イベントの実施
・コース管理

マウンテンバイクパーク
・イベントの実施
・コース管理

マウンテンバイクパーク
・イベントの実施
・コース管理 商工観光課

4
水をテーマとした観
光推進

”朝倉の宝”観光振興事業 2,306

　山田堰教育コンテンツ修学旅行等補
助事業
・事前学習に使用する教材の提供
・修学旅行宿泊費割引への補助

　山田堰教育コンテンツ修学旅行等補助
事業
・事前学習に使用する教材の提供
・修学旅行宿泊費割引への補助

　山田堰教育コンテンツ修学旅行等補
助事業
・事前学習に使用する教材の提供
・修学旅行宿泊費割引への補助

商工観光課

施策の目指す姿

施策１７
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4
水をテーマとした観
光推進

あまぎ水の文化村管理運営
事業

74,955

　緑豊かな自然や水とふれあい、ス
ポーツ・レクリエーションを通じ人と
ふれあい、余暇を楽しむ中で自然環境
や水資源の重要性を理解する場を提供
することにより、水源地域の活性化と
振興を図る。また、水辺のふれあい
ゾーンを有効活用するため、キャンプ
場として再整備し、地域を活性化する
核となる施設として利用促進を図る。

　緑豊かな自然や水とふれあい、スポー
ツ・レクリエーションを通じ人とふれあ
い、余暇を楽しむ中で自然環境や水資源
の重要性を理解する場を提供することに
より、水源地域の活性化と振興を図る。
また、水辺のふれあいゾーンを有効活用
するため、キャンプ場として再整備し、
地域を活性化する核となる施設として利
用促進を図る。

　緑豊かな自然や水とふれあい、ス
ポーツ・レクリエーションを通じ人と
ふれあい、余暇を楽しむ中で自然環境
や水資源の重要性を理解する場を提供
することにより、水源地域の活性化と
振興を図る。また、水辺のふれあい
ゾーンを有効活用するため、キャンプ
場として再整備し、地域を活性化する
核となる施設として利用促進を図る。

水のまちづ
くり課

4
水をテーマとした観
光推進

たかき清流館管理運営事業 33,039

指定管理

経年劣化した施設を一部改修し、利便
性の向上を図る。
また、水源地域と都市住民との交流施
設として、施設利用者の増加を図り、
水源地域の理解を深めるとともに地域
活性化を目指す。

指定管理

水源地域と都市住民との交流施設とし
て、施設利用者の増加を図り、水源地域
の理解を深めるとともに地域活性化を目
指す。

指定管理

水源地域と都市住民との交流施設とし
て、施設利用者の増加を図り、水源地
域の理解を深めるとともに地域活性化
を目指す。

水のまちづ
くり課

生きる力を育み、 生涯成長できる まちづくり

学校教育の充実

児童・生徒が確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体をバランスよく身につけながら、楽しく充実した学校生活を送っています。

基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 確かな学力の育成 ＡＬＴ活用事業 10,780

　市内中学校に外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）を配置し、生徒の外国語教育の向
上や英語科教諭の授業補助及び授業進
行に適した教材等の作成を行い外国語
指導の充実を図る。
外国語指導助手（ＡＬＴ）　3名
内訳
　秋月中学校・甘木中学校   1名
　十文字中学校・杷木中学校 1名
　比良松中学校・南陵中学校 1名
※調整が可能な場合は、小学校での指
導も実施する。

　市内中学校に外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）を配置し、生徒の外国語教育の向上
や英語科教諭の授業補助及び授業進行に
適した教材等の作成を行い外国語指導の
充実を図る。
外国語指導助手（ＡＬＴ）　3名
内訳
　秋月中学校・甘木中学校   1名
　十文字中学校・杷木中学校 1名
　比良松中学校・南陵中学校 1名
※調整が可能な場合は、小学校での指導
も実施する。

　市内中学校に外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）を配置し、生徒の外国語教育の向
上や英語科教諭の授業補助及び授業進
行に適した教材等の作成を行い外国語
指導の充実を図る。
外国語指導助手（ＡＬＴ）　3名
内訳
　秋月中学校・甘木中学校　 1名
　十文字中学校・杷木中学校 1名
　比良松中学校・南陵中学校 1名
※調整が可能な場合は、小学校での指
導も実施する。

教育課

2 豊かな心の育成 通級指導教室事業 3,602

・通常学級に在籍し、学習障害や情緒
障害のある児童生徒に対し、それぞれ
の状態に応じた個別の指導を行う。
（週1回程度通級指導教室への通級）
・あまぎ通級指導教室・おおぞら通級
指導教室・あさくら通級指導教室・甘
木中学校通級指導教室の各教室で定員
である13名程度に指導を行う。また体
験入級者や、教育相談にも随時応じ
る。
・毎月水曜日（１回）午後ペアレント
トレーニングを実施

・通常学級に在籍し、学習障害や情緒障
害のある児童生徒に対し、それぞれの状
態に応じた個別の指導を行う。（週1回
程度通級指導教室への通級）
・あまぎ通級指導教室・おおぞら通級指
導教室・あさくら通級指導教室・甘木中
学校通級指導教室の各教室で定員である
13名程度に指導を行う。また体験入級者
や、教育相談にも随時応じる。
・毎月水曜日（１回）午後ペアレントト
レーニングを実施

・通常学級に在籍し、学習障害や情緒
障害のある児童生徒に対し、それぞれ
の状態に応じた個別の指導を行う。
（週1回程度通級指導教室への通級）
・あまぎ通級指導教室・おおぞら通級
指導教室・あさくら通級指導教室・甘
木中学校通級指導教室の各教室で定員
である13名程度に指導を行う。また体
験入級者や、教育相談にも随時応じ
る。
・毎月水曜日（１回）午後ペアレント
トレーニングを実施

教育課

施策１８

施策の目指す姿

基本目標５
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

5 教育環境の充実 小学校施設整備事業 467,017

　朝倉市立小学校11校の施設整備・改
修のため、業務委託や施設整備・改修
工事を行う。
〇大福・立石小体育館屋上防水改修工
事設計業務委託
〇甘木小照明設備改修工事設計業務委
託
〇福田小・朝倉東小トイレ等衛生環境
改修工事設計業務委託
〇立石小増築工事（R05～R06）

　朝倉市立小学校11校の施設整備・改修
のため、業務委託や施設整備・改修工事
を行う。
〇大福・立石小体育館屋上防水改修工事
〇甘木小照明設備改修工事
〇福田小・朝倉東小トイレ等衛生環境改
修工事
〇立石小増築工事（R05～R06）

　朝倉市立小学校11校の施設整備・改
修のため、業務委託や施設整備・改修
工事を行う。

教育課

6 教育支援の充実 教育支援センター運営事業 18,875

　教育支援センターにおいて、教育に
関する研修、調査研究、教育相談及び
適応指導教室等の事業を行う。
・不登校児童生徒に対し、学習面や心
のサポートを適応指導教室で行い、学
校への復帰を指導する。また、新たな
不登校児童生徒を生まない対策の強化
を図る。
・教職員を対象に各種研修会の開催及
び教育講演会などを開催する。
・電話や直接相談者からの教育に関す
る悩み等に対応する。

　教育支援センターにおいて、教育に関
する研修、調査研究、教育相談及び適応
指導教室等の事業を行う。
・不登校児童生徒に対し、学習面や心の
サポートを適応指導教室で行い、学校へ
の復帰を指導する。また、新たな不登校
児童生徒を生まない対策の強化を図る。
・教職員を対象に各種研修会の開催及び
教育講演会などを開催する。
・電話や直接相談者からの教育に関する
悩み等に対応する。

　教育支援センターにおいて、教育に
関する研修、調査研究、教育相談及び
適応指導教室等の事業を行う。
・不登校児童生徒に対し、学習面や心
のサポートを適応指導教室で行い、学
校への復帰を指導する。また、新たな
不登校児童生徒を生まない対策の強化
を図る。
・教職員を対象に各種研修会の開催及
び教育講演会などを開催する。
・電話や直接相談者からの教育に関す
る悩み等に対応する。

教育課

歴史の継承と文化・生涯学習・スポーツの振興

市民が学ぶ機会が十分にあり、歴史的・文化的活動や生涯学習活動ならびにスポーツ活動に積極的に参加しています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 生涯学習の推進 生涯学習推進事業 2,471

・家庭教育講座・地域活動市民講座・
生涯学習体験講座・生涯学習担当者研
修会・お茶の間学習体験講座などを開
催する。
・公民館実践交流会などの各種研修会
への積極的な参加を促すために旅費・
負担金などの支援を行う。
・子どもの居場所づくりをする個人、
団体の支援を行う。

・家庭教育講座・地域活動市民講座・生
涯学習体験講座・生涯学習担当者研修
会・お茶の間学習体験講座などを開催す
る。
・公民館実践交流会などの各種研修会へ
の積極的な参加を促すために旅費・負担
金などの支援を行う。
・子どもの居場所づくりをする個人、団
体の支援を行う。

・家庭教育講座・地域活動市民講座・
生涯学習体験講座・生涯学習担当者研
修会・お茶の間学習体験講座などを開
催する。
・公民館実践交流会などの各種研修会
への積極的な参加を促すために旅費・
負担金などの支援を行う。
・子どもの居場所づくりをする個人、
団体の支援を行う。

文化・生涯
学習課

2 スポーツの推進 体育施設管理運営事業 53,228

　甘木、朝倉、杷木の各地域体育施設
（体育センター、球場、テニスコー
ト、運動広場、夜間照明施設、原鶴分
水路グラウンド）の管理運営を行う。

　甘木、朝倉、杷木の各地域体育施設
（体育センター、球場、テニスコート、
運動広場、夜間照明施設、原鶴分水路グ
ラウンド）の管理運営を行う。

　甘木、朝倉、杷木の各地域体育施設
（体育センター、球場、テニスコー
ト、運動広場、夜間照明施設）の管理
運営を行う。 文化・生涯

学習課

3 読書活動の推進 図書資料整備事業 31,077

・市民のニーズに応じた図書館資料の
収集・整備を行い、貴重資料のデジタ
ル化、電子図書館の充実、利用促進を
図る。

・市民のニーズに応じた図書館資料の収
集・整備を行い、貴重資料のデジタル
化、電子図書館の充実、利用促進を図
る。

・市民のニーズに応じた図書館資料の
収集・整備を行い、貴重資料のデジタ
ル化、電子図書館の充実、利用促進を
図る。 文化・生涯

学習課

施策１９

施策の目指す姿

28



基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4 文化芸術活動の推進 自主文化協会補助事業 7,740

　会場として朝倉市総合市民セン
ター、朝倉・杷木地域生涯学習セン
ターの各ホールを使用し、コンサー
ト、演劇、講演会、映画、落語などの
文化事業を、年6回程度実施する。

　会場として朝倉市総合市民センター、
朝倉・杷木地域生涯学習センターの各
ホールを使用し、コンサート、演劇、講
演会、映画、落語などの文化事業を、年
6回程度実施する。

　会場として朝倉市総合市民セン
ター、朝倉・杷木地域生涯学習セン
ターの各ホールを使用し、コンサー
ト、演劇、講演会、映画、落語などの
文化事業を、年6回程度実施する。

文化・生涯
学習課

5 文化財の保存と活用 歴史・文化普及啓発事業 5,298

　郷土の歴史・文化への関心が高ま
り、文化財愛護思想を醸成するため、
講演会、展示会、見学会、文化財啓発
イベントなどを開催する。
・出前講座、北筑後地区の文化財部局
と連携した文化財フェスタの開催、旧
田代家住宅の活用などを行う。
・秋月藩成立４００年記念として、記
念シンポジウムほか関連イベントの開
催、朝倉市秋月博物館所蔵兜の修復、
レプリカ作成を行う。

　郷土の歴史・文化への関心が高まり、
文化財愛護思想を醸成するため、講演
会、展示会、見学会、文化財啓発イベン
トなどを開催する。
・出前講座、北筑後地区の文化財部局と
連携した文化財フェスタの開催、旧田代
家住宅の活用などを行う。
・秋月藩成立４００年記念として、イベ
ントの開催、朝倉市秋月博物館所蔵兜の
修復、レプリカ作成を行う。

　郷土の歴史・文化への関心が高ま
り、文化財愛護思想を醸成するため、
講演会、展示会、見学会、文化財啓発
イベントなどを開催する。
・出前講座、北筑後地区の文化財部局
と連携した文化財フェスタの開催、旧
田代家住宅の活用などを行う。

文化・生涯
学習課

誰もが尊重され支えあい、市民とともに創る持続可能なまちづくり

人権の尊重と多様性社会の推進

市民一人ひとりの人権が尊重され、お互いの多様性を認めあう人が増えています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1 教育・啓発の推進 人権・同和教育啓発事業 4,982

・令和４年度人権教育・啓発実施
計画達成状況の点検、総括

・人権教育・啓発懇話会の開催
・人権学習会（出前講座）の実施
・人権啓発冊子カレンダー

「ひらけ未来に」の作成配付

・令和５年度人権教育・啓発実施
計画達成状況の点検、総括

・人権教育・啓発懇話会の開催
・人権学習会（出前講座）の実施
・人権啓発冊子カレンダー
「ひらけ未来に」の作成配付

・令和６年度人権教育・啓発実施
計画達成状況の点検、総括

・第６期（令和８年～令和１０
年)人権教育・啓発実施計画の
策定

・人権教育・啓発懇話会の開催
・人権学習会（出前講座）の実施
・人権啓発冊子カレンダー
「ひらけ未来に」の作成配付

人権・同和
対策課

3
男女共同参画の推進
と多様性の理解

男女共同参画推進事業 870

・男女共同参画審議会の開催
・第4次男女共同参画推進計画の事業実
施状況の点検・評価
・男女共同参画の意識づくりや啓発の
ための講演会やセミナーの開催
・市民企画講座等へ講師派遣等の支援
・女性の登用推進や働きやすい環境整
備を推進するために企業・事業者への
働きかけ

・男女共同参画審議会の開催
・第4次男女共同参画推進計画の事業実
施状況の点検・評価
・男女共同参画の意識づくりや啓発のた
めの講演会やセミナーの開催
・市民企画講座等へ講師派遣等の支援
・女性の登用推進や働きやすい環境整備
を推進するために企業・事業者への働き
かけ

・男女共同参画審議会の開催
・第4次男女共同参画推進計画の事業実
施状況の点検・評価
・男女共同参画の意識づくりや啓発の
ための講演会やセミナーの開催
・市民企画講座等へ講師派遣等の支援
・女性の登用推進や働きやすい環境整
備を推進するために企業・事業者への
働きかけ

男女共同参
画推進室

施策２０

施策の目指す姿

基本目標６
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市民協働と活気ある地域づくりの推進

市民が、自ら暮らす地域を自らの力でより良くしていく活動に参加し、活気ある地域づくりが進んでいます。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
地域コミュニティ活
動の活性化

被災地域交流活動支援事業 3,330

　平成29年7月九州北部豪雨により被災
した地域コミュニティの活性化や交流
人口の拡大に資する事業を実施する団
体に対し、活動費を助成し、被災者の
地域コミュニティの形成、再生及び活
性化を図る。

ー ー 令和5年度終了予定 総合政策課

1
地域コミュニティ活
動の活性化

集落維持・活性化事業 9,046

　高木地区に地域おこし協力隊1名及び
集落支援員1名、松末地区に集落支援員
1名を配置し地域の維持、再生及び活性
化の支援を行う。

　高木地区に地域おこし協力隊1名及び
集落支援員1名、松末地区に集落支援員1
名を配置し地域の維持、再生及び活性化
の支援を行う。

　高木地区に地域おこし協力隊1名及び
集落支援員1名、松末地区に集落支援員
1名を配置し地域の維持、再生及び活性
化の支援を行う。 総務財政課

1
地域コミュニティ活
動の活性化

地域コミュニティ活動支援
事業

58,348

　市内17地区の地域コミュニティ組織
が行うコミュニティ活動に対して、地
域コミュニティ活動助成交付金を交付
するとともに、コミュニティ活動の支
援や環境整備を行う。

　市内17地区の地域コミュニティ組織が
行うコミュニティ活動に対して、地域コ
ミュニティ活動助成交付金を交付すると
ともに、コミュニティ活動の支援や環境
整備を行う。

　市内17地区の地域コミュニティ組織
が行うコミュニティ活動に対して、地
域コミュニティ活動助成交付金を交付
するとともに、コミュニティ活動の支
援や環境整備を行う。

総務財政課

3
移住者増加による地
域活性化の促進

移住・定住推進事業 2,732

　朝倉市でのお試し居住体験や地域と
の交流の場づくりを実施し、朝倉市へ
の移住・定住を促進し、地域の活性化
を図る。
PR動画等を活用した広告により市の魅
力を発信する。

　朝倉市でのお試し居住体験や地域との
交流の場づくりを実施し、朝倉市への移
住・定住を促進し、地域の活性化を図
る。
PR動画等を活用した広告により市の魅力
を発信する。

　朝倉市でのお試し居住体験や地域と
の交流の場づくりを実施し、朝倉市へ
の移住・定住を促進し、地域の活性化
を図る。
PR動画等を活用した広告により市の魅
力を発信する。

シティプロ
モーション
課

3
移住者増加による地
域活性化の促進

移住定住支援金事業 5,000

　朝倉市へ移住し、年齢要件や地域要
件等を満たした場合に、移住１年目と
５年目の２回に分けて支援金を交付す
る。移住・定住人口の増加、市内の中
小企業等の人手不足の解消、地域活動
の担い手不足の解消に繋げる。

　事業の成果や効果を検証し、事業継続
について検討する。

　事業の成果や効果を検証し、事業継
続について検討する。

シティプロ
モーション
課

3
移住者増加による地
域活性化の促進

地方創生推進交付金（移
住・起業・就業タイプ）

5,000

　三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大
阪圏）等から朝倉市へ移住し、県の就
職マッチングサイト等を活用して地方
の中小企業等へ就職した場合、または
県が実施する起業支援金の交付を受け
て起業した場合に支援金を交付する。
なお18歳未満の世帯員を帯同して移住
する場合は、加算がある。

　三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪
圏）等から朝倉市へ移住し、県の就職
マッチングサイト等を活用して地方の中
小企業等へ就職した場合、または県が実
施する起業支援金の交付を受けて起業し
た場合に支援金を交付する。なお18歳未
満の世帯員を帯同して移住する場合は、
加算がある。

　三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大
阪圏）等から朝倉市へ移住し、県の就
職マッチングサイト等を活用して地方
の中小企業等へ就職した場合、または
県が実施する起業支援金の交付を受け
て起業した場合に支援金を交付する。
なお18歳未満の世帯員を帯同して移住
する場合は、加算がある。

シティプロ
モーション
課

施策２１

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

3
移住者増加による地
域活性化の促進

移住定住交流センター運営
事業

37,000

　朝倉市への移住促進のため、移住定
住対策のシンボル的施設として整備す
る。また、地域おこし協力隊の活用を
拡大し、相談窓口及び相談体制を強化
する。
移住者や地域住民の交流、イベントの
開催、情報発信を強化し、移住・定住
や交流を促進する。

　朝倉市への移住促進のため、移住定住
対策のシンボル的施設として整備する。
また、地域おこし協力隊の活用を拡大
し、相談窓口及び相談体制を強化する。
移住者や地域住民の交流、イベントの開
催、情報発信を強化し、移住・定住や交
流を促進する。

　朝倉市への移住促進のため、移住定
住対策のシンボル的施設として整備す
る。また、地域おこし協力隊の活用を
拡大し、相談窓口及び相談体制を強化
する。
移住者や地域住民の交流、イベントの
開催、情報発信を強化し、移住・定住
や交流を促進する。

シティプロ
モーション
課

効率的な行財政運営

効率的な行財政運営を行っています。
基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

1
成果に基づく行政経
営の推進

行政評価事務 3,567

・施策・基本事業評価
・事務事業評価
・まちづくり市民アンケート実施
・まちづくり報告書作成

・施策・基本事業評価
・事務事業評価
・まちづくり報告書作成

・施策・基本事業評価
・事務事業評価
・まちづくり市民アンケート実施
・まちづくり報告書作成 総合政策課

2 持続可能な財政運営 ふるさと応援寄附金事業 1,089,841

・全国にお住まいの朝倉市出身の人や
朝倉市に思いを寄せている人等に本市
のふるさと納税制度を様々な広告等を
通じてＰＲすることにより寄附をして
もらう。
・広告等については、時期や手段等、
状況に応じた効果的なPRを行う。
・寄附をした人には、本市の特産品等
をお礼品として送付する。
・寄附金目標額…2,000,000千円

・全国にお住まいの朝倉市出身の人や朝
倉市に思いを寄せている人等に本市のふ
るさと納税制度を様々な広告等を通じて
ＰＲすることにより寄附をしてもらう。
・広告等については、時期や手段等、状
況に応じた効果的なPRを行う。

・全国にお住まいの朝倉市出身の人や
朝倉市に思いを寄せている人等に本市
のふるさと納税制度を様々な広告等を
通じてＰＲすることにより寄附をして
もらう。
・広告等については、時期や手段等、
状況に応じた効果的なPRを行う。

シティプロ
モーション
課

3
職員の人材育成と組
織運営

職員人材育成事業 4,432

　研修所等へ派遣し階層別・専門別研
修を受講することで、高度な知識・技
術の修得ができ、質の高い人材育成を
効率的に推進する。また、市独自研修
により、さらなる基礎力・応用力の向
上が図られる。
【派遣研修】①福岡県市町村職員研修
所 ②市町村職員中央研修所 ③全国市
町村国際文化研修所 ④自治大学校 ⑤
福岡県建設技術情報センター ⑥福岡県
市町村職員実務研修
【市独自研修】①新規採用職員研修 ②
役職者研修 ③人権・同和研修 ④人事
評価制度研修他

　研修所等へ派遣し階層別・専門別研修
を受講することで、高度な知識・技術の
修得ができ、質の高い人材育成を効率的
に推進する。また、市独自研修により、
さらなる基礎力・応用力の向上が図られ
る。
【派遣研修】①福岡県市町村職員研修所
②市町村職員中央研修所 ③全国市町村
国際文化研修所 ④自治大学校 ⑤福岡県
建設技術情報センター ⑥福岡県市町村
職員実務研修
【市独自研修】①新規採用職員研修 ②
役職者研修 ③人権・同和研修 ④人事評
価制度研修他

　研修所等へ派遣し階層別・専門別研
修を受講することで、高度な知識・技
術の修得ができ、質の高い人材育成を
効率的に推進する。また、市独自研修
により、さらなる基礎力・応用力の向
上が図られる。
【派遣研修】①福岡県市町村職員研修
所 ②市町村職員中央研修所 ③全国市
町村国際文化研修所 ④自治大学校 ⑤
福岡県建設技術情報センター ⑥福岡県
市町村職員実務研修
【市独自研修】①新規採用職員研修 ②
役職者研修 ③人権・同和研修 ④人事
評価制度研修他

人事秘書課

施策２２

施策の目指す姿
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基本
事業

基本事業名 事業名
予算額（千円）
（令和５年度）

実施計画
（令和５年度）

実施計画
（令和６年度）

実施計画
（令和７年度）

備考 担当課

4
利便性の高い行政
サービス・自治体DX
の推進

自治体DX推進計画策定事業 23,960

・自治体DX推進計画の策定
・行政DXを推進するための年次計画の
策定

・地域DXを推進するための年次計画の策
定
・行政DXの進捗管理

・行政DXと地域DXの進捗管理

DX推進室

4
利便性の高い行政
サービス・自治体DX
の推進

デジタル活用推進事業 2,784

・高齢者向けスマホ活用講座の開催 ・高齢者向けスマホ活用講座の開催 ・高齢者向けスマホ活用講座の開催

DX推進室

6
公共施設等マネジメ
ントの推進

庁舎建設事業（再掲） 2,567,400

　新庁舎建設に向けて事前準備を行
う。また、跡地活用についても検討を
行う。

（主な事業内容）
・新庁舎建設工事
・新庁舎駐車場工事
・オフィス環境整備
・跡地活用の基本方針、基本計画検討
・庁舎用地、駐車場用地維持管理他

　新庁舎建設に向けて事前準備を行う。
また、跡地活用についても検討を行う。

（主な事業内容）
・新庁舎建設工事
・新庁舎駐車場工事
・オフィス環境整備
・跡地活用の基本方針、基本計画検討
・庁舎用地、駐車場用地維持管理他

　新庁舎建設の竣工、移転作業や開庁
に向けて最終調整を行う。また、跡地
活用について方針決定に至れるよう検
討を行う。
（主な事業内容）
・新庁舎建設工事
・オフィス環境整備
・移転業務
・跡地活用の基本方針、基本計画検討
他

庁舎整備室
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